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浦安市障がい者福祉計画策定委員会（第５回）議事録

１．開催日時 ２月13日（金） 午後１時30分～午後３時

２．場 所 中央公民館 第１会議室

３．出席者

下田直樹委員（委員長）、西田俊光委員（副委員長）、

荒井敏子委員、足立誠之委員、神谷澄子委員、野坂秋美委員、枝川芳子委員、白川洋子委員、

西田良枝委員、谷岡智恵委員、石井克典委員、藤崎広和委員、坂本大樹委員、上田亜紀委員、

愛塲弘子委員、森嶋宏治委員、小田知宏委員、内村好夫委員、長谷川祐二委員、

上林正和委員、橋野まり子委員

４．議題

（１）計画策定スケジュールについて

（２）パブリックコメントの実施結果について

（３）障がい者福祉計画の素案について

５．資料

（１）議題１資料 計画策定スケジュール

（２）議題２資料 パブリックコメント結果報告

（３）議題３資料（１）障がい者福祉計画（案）

（４）議題３資料（２）主な修正事項

（５）議題３資料（３）概要版（案）

６．議事

事務局：ただいまより、浦安市障がい者福祉計画策定委員会を開催いたします。

開催に当たり、事務局より、委員の皆様にお願いがございます。当委員会におきましては、

視覚及び聴覚に障がいのある方が委員として参加されております。千葉県の障害のある人に

対する情報保障のためのガイドラインに基づきまして、誰が発言しているのか、視覚障がい

及び聴覚障がいのある委員にわかるよう、ご発言の際は挙手をいただき、委員長より、○○

委員、お願いしますと指名を受けてから、団体名とお名前を名乗っていただき、その後、ご

発言いただきますようお願いいたします。

それでは、これからの議事進行につきましては、下田委員長にお願いいたします。よろし

くお願いします。

委員長：浦安市障がい者福祉計画策定委員会の議論もいよいよ大詰めを迎えてまいりました。

パブリックコメント等をいただきまして、今後は、さらに最後の仕上げといいますか、入っ

ていきますので、どうぞ忌憚のない率直なご意見をよろしくお願いいたします。

それでは、まず、お手元の議事次第にございますように、議題に沿って話を進めさせてい

ただきます。今回は３点ございます。１が計画策定スケジュールについて、それから２がパ

ブリックコメントの実施結果について、３番目が障がい者福祉計画の素案についてというこ

とでございますが、まず初めに、１番の計画策定スケジュールと、２番のパブリックコメン
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トの実施結果につきまして、事務局よりご説明をいただいた後、質疑応答を行いたいと思い

ます。

事務局 では、議題１、スケジュールについて、議題２、パブリックコメント報告について報

告いたします。事前にお配りした資料の議題１資料、議題２資料の説明をさせていただきま

す。

まず、現在の状況ですが、１月２６日までのパブリックコメントを終了いたしまして、市

民の方から意見を１件頂戴いたしました。少なく思われるかもしれませんが、実は同時期に

開催した地域福祉計画についても１件、高齢者と介護に関する計画については意見が０件と

なっております。

パブリックコメントを経まして、１月１９日に地域生活支援部会、２８日に権利擁護部会

を開催し、委員の皆さんから意見をお伺いして、本日、第５回福祉計画の策定委員会を迎え

ました。

今後のスケジュールですが、２月１７日に相談支援部会、１９日に本人部会、２４日にこ

ども部会と、各部会が最終の部会を迎えます。ここで委員の皆様から意見を収集いたしまし

て、出た意見を最終的に３月６日に開催いたします第６回福祉計画策定委員会、こちらが最

終回となりますが、福祉計画を決定したいと考えております。

また、３月６日を迎える前に、今、各課に最終調整を図っております。各課で２７年度予

算を上げておりますので、２７年度の予算で障がい福祉に関するところで予算があれば福祉

計画に順次のせていきたいと考えておりますので、各課に２７年度からの予算で新規事業は

ないか、問い合わせているところでございます。

その後、３月末日までに冊子版で計画を２００冊、発行を予定しております。また、ホー

ムページで全文の掲載をいたします。こちらに概要版冊子２００冊程度とあるんですけれど、

これについては後程、概要版のあり方について提案させていただきたいかと思います。

では、続きまして、パブリックコメントの結果報告をいたします。件数は１件、意見につ

いては、個人情報も含みますので、概要のみ、個人を特定しない範囲での掲載とさせていた

だきました。

ご意見の要旨としましては、福祉サービス以外にボランティア的視点から事業を行ってい

る事業所が安定した活用を続けられるように、何か補助金などの助成をしてほしいというご

意見でした。

これに対しての回答ですが、計画の基本施策の一つである市民との協働による支援活動の

推進という施策の中に、地域で福祉活動を行う人材や団体を発掘、育成、支援すると記載し

ています。既存の制度を生かしながら、事業所や団体の側面的支援に努めてまいります。実

際に協働推進課のほうでこういった活動をしている団体の補助金制度もございますので、既

存の制度を生かしながら、側面的支援を図りたいと考えております。

議題１、議題２に関する報告は以上です。

委員長：ありがとうございました。ただいまの報告につきまして、ご意見あるいはご質問はご

ざいますでしょうか。

それでは、きょうのメインのテーマといいますか、３番目の障がい者福祉計画の素案につ

いて質疑応答を含めてご議論をお願いしたいと思います。

まず初めに、障がい者福祉計画の素案について事務局からご説明をお願いいたします。

事務局：議題３、障がい者福祉計画の素案について、事務局より説明いたします。既に皆様に

は主な修正事項と福祉計画の案をお渡ししておりますので、修正点や追加した事項を中心に、
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簡単に報告させていただきたいと思います。

今回の素案には、資料編を掲載しております。２５年度の年齢階層別の統計、そして平成

２１年から２５年度の各障がいのある方の人数の推移、そして障がい者福祉計画策定委員会

の資料といたしまして、障がい者福祉計画策定委員会の設置要綱と委員の皆様の名簿、こち

らは既にホームページで公開されているものでございます。それに加えまして、計画の策定

過程といたしまして、会議が行われた日にちとその議題について掲載しております。議事録

ですが、こちらは浦安市のホームページで公開しておりますので、３年前の福祉計画から紙

版での公開は行っておりません。資料編、一部はデータがまだ集計中のところもございます

が、３月６日に開催する第６回の策定委員会でお示しする予定です。ほぼこちらが最終版と

なるんですが、最終版にはこれに加えて市長からのメッセージが冒頭に入ります。

では、次に、主な修正点についてご報告したいと思います。資料といたしましては議題３

の資料（２）、主な修正事項に沿っていきたいかと思います。

まず、ページでいきますと２９ページから３１ページに相当いたします。在宅福祉サービ

スの充実に関して、地域生活支援部会でご意見をいただきました。「施策の①の在宅福祉サ

ービスの充実の一時ケアセンターの緊急預かりについての記述は、２４時間３６５日行って

いることを記載したほうがセンターの機能が伝わるのではないか」というご意見を受けまし

て、ご指摘のとおり、一時ケアセンターの機能の説明に、「介護者の疾病等による緊急預か

りを２４時間３６５日行います」という記載にいたしました。

次に、２番目の修正事項、こちらも地域生活支援部会でご意見をいただいたことなのです

が、在宅福祉サービスの③支援の人材の確保のところですが、ページでいうと複数のページ

に関係しています。２９ページ、９８ページ、９９ページなのですが、２９ページに「医療

的ケアを行うヘルパーの育成について検討します」とあるが、「行動援護や重度訪問介護の

担い手も不足している。また、各ページによって表記の仕方が違うので、統一したほうがよ

いのではないか」という意見を受けまして、全体的に統一させていただきました。まず、２

９ページの在宅福祉サービスの充実の現状と課題についてのヘルパーについての記載は、

「サービスの担い手であるヘルパーは、特に夜間や休日等の時間帯や医療的ケアや行動援護、

重度訪問介護などの分野で不足しているのが現状です」という表記にいたしました。

同じく２９ページの施策の③支援の人材の確保の表記につきましては、掲載されてました

ヘルパーについての表記は、「自立支援協議会を中心に、支援者の不足している時間帯や分

野の人材確保のための取り組みを検討します。」「障がいの種類や程度に応じた適切な支援

を行えるよう、研修の充実を図ります。」「医療的ケアを行うヘルパーの育成について検討

します」と掲載しております。

ここの「医療的ケアを行うヘルパーの育成について検討します」という表記なのですが、

実は医療的ケアを行うヘルパーの育成に関して、研修を受ける際の助成金を事業者の方に支

給する旨の予算を積算しております。「医療的ケアを行うヘルパーの育成を行います」とい

う表記に次回で変えていきたいと思います。

同じくヘルパーについて記載している第２編の９８ページ、９９ページですが、訪問系サ

ービスの現状と課題のヘルパーについての記述を次のようにいたします。「また、身体障が

い分野に比べて知的障がいや精神障がいがある人へのサービス提供事業者が少なく、夜間や

休日等の時間帯や医療的ケア、行動援護、重度訪問介護などの分野では、ヘルパーが不足し

ているのが現状です」とさせていただきました。また、訪問系サービスの今後の取り組みの

ヘルパーについての記述につきましては、「自立支援協議会を中心に、担い手が不足してい
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る時間帯や分野のヘルパーの育成を検討するとともに、新規事業所の参入を推奨します」と

いう記述にいたしました。担い手が不足しているのは、夜間や休日などの時間帯、まず時間

帯にかかわるものであることと、医療的ケア、行動援護、重度訪問介護などの特定の分野に

ついて特に著しいという、この時間帯と分野についての両方を掲載するということで統一さ

せていただきました。

次に、資料には掲載していないんですが、３０ページ、日常生活支援事業のところに身体

障がい者緊急時支援事業という事業の掲載がございます。身体に障がいのある方が、何か急

な困ったことが起きた場合、ご連絡いただければヘルパーの派遣をするという事業なんです

が、今まで身体障がいの方のみの制度だったのですが、平成２７年度より知的の方にもこの

制度を広げますので、次回の計画には、こちらには身体障がい者緊急時支援事業と並びまし

て、知的障がい者緊急時支援事業という項目を掲載させていただく予定です。

次に、３４ページの取り組みの①地域生活拠点の整備ですが、こちらは、「地域生活支援

拠点の整備」の間違いです。「支援」の文字が抜けておりましたので、ここで訂正させてい

ただきます。

次に、項目の３番、保健・医療・リハビリテーションの充実についてですが、現在の状況

に合わせて、次のように修正いたします。「市立小・中学校、保育所、幼稚園、認定こども

園及び児童育成クラブにおける医療的ケアの検討委員会を設置し、医療的ケアを常時必要と

する在宅の障がいのある子供を受け入れる体制を整えます。」以前は、医療的ケアについて

は、受け入れ体制について検討をしていきますという表記だったのですが、医療的ケアにつ

いての表記につきましては、「検討していきます」から保健・医療・リハビリテーションの

充実、就学前療育・教育の充実、就学後療育・教育の充実、各部門におきまして、「受け入

れる体制を整えます」という表記にさせていただきます。

次に６番、弱体の早期発見・防止について、権利擁護部会でご意見を頂戴いたしました。

現状と課題にございます、「今後も関係機関の一層の連携を図り、障がいのある人の人権が

守られ、社会の中で自立して生活するための基盤づくりに取り組むとともに、家族や支援施

設職員の過度な負担、閉鎖的な状況などを改善し、虐待を発生させない環境づくりが重要で

す。」の「家族や施設職員」の「施設職員」の部分は「支援者等」が適切ではないかという

ご意見を受けまして、ご指摘のとおり修正することといたしました。

次に、項目の７番、こちらは第２編に当たる部分ですけれど、ページでいうと９６ページ

以降になりますが、実績と見込みについて、２６年度の実績と２７年からの見込み値につき

ましては、直近月までの実績をもとに新たに積算をし直しました。

最後に、資料編になりますが、先ほどご説明いたしましたとおり、統計資料と策定委員会

の資料を追加させていただきました。

駆け足になりましたけれど、ぜひ皆様からご意見をたくさんお寄せいただきたく、私から

は簡単な説明とさせていただきたいと思います。

済みません。ちょっと補足説明をさせていただきます。こちらの指摘事項一覧には載って

いない事項について報告させていただきたいことがございます。

まだ検討中の項目がございます。第４回の策定委員会などでご指摘をいただいていた部分

なんですが、子どもへの支援の充実の４６ページに相当する部分についてのご意見なんです

が、ここに「通常学級においても特別な支援が必要な子たちに支援をしていきます」という

ことを文言として入れてほしいというご意見を頂戴いたしました。これについては、今、教

育委員会と調整中でございますので、お待たせして申しわけないんですが、次回までに何ら
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かの回答をしたいと思いますが、子どもへの支援の充実の現状と課題におきまして、特別支

援教育は、特別支援学校や特別支援学級とは限らないということを明記しております。また、

インクルーシブ教育システムの構築に向けた特別支援教育の推進を取り組みの一つとして掲

載しておりますので、こちらの計画で特別な支援が必要なお子さんたちへの支援は特別支援

学級だけじゃないんだよということは読み取っていただけるかなとは思ってはいるんですけ

れど、ご意見を受けまして、再度教育委員会と調整していきたいと思います。

また、こちら、子どもへの支援の充実について、もう一つ意見を頂戴いたしました。「障

がい者基本計画には、ご本人や保護者、あと学校、教育施設等の合意形成ができなかった場

合の調整の仕組みという文言が入っているので、この計画にも入れるべきではないか」とい

うご意見を頂戴いたしました。これについても今現在教育委員会のほうと調整を図っており

ますが、この計画の中の就学相談の体制の充実の中で、特別な教育支援を必要とする子供一

人一人の教育的ニーズを把握し、本人及び保護者の希望等を尊重しながら、子供にとってよ

りよい進路選択ができるよう、就学相談に努めますと明記してございますので、こちらで読

み取れるということもあるかもしれませんが、ご意見を受けまして計画にその合意形成の仕

組みづくりまで載せるのかどうかというところも含めまして、教育委員会とただいま調整し

ているところでございます。回答は、いましばらくお待ちいただければと思います。時間か

かって申しわけありません。追加事項は以上となります。

委員長：ありがとうございました。それでは、今の補足事項、追加事項も受けまして、何かご

質問、ご意見ございますでしょうか。どうぞ、小田委員、お願いいたします。

小田委員：ＮＰＯ法人発達わんぱく会の小田でございます。７ページの計画の位置づけという

ところに、私のところでは障がいを持っているお子さんにかかわっているので、「浦安市障

がい者福祉計画」のほかに、「浦安市子ども・子育て支援総合計画」にも関心持ってまして、

そことこの「障がい者福祉計画」と連携とれるといいなと思っているんですけども、こちら

の子ども・子育て支援総合計画の進捗が予定どおりですかということと、連携は予定どおり

とれていますかということの確認をお願いいたします。

事務局：「子ども・子育て支援計画」につきましては、ただいまパブリックコメントを実施し

ているところだと思いますので、ほぼ福祉関係計画と同じような進捗状況になっております。

連携のとり方ですが、各担当者の連携会議を数か月に一度、もしくはパブリックコメント

の前など、何か大きな動きのあるときに実施しております。掲載している文言につきまして

も全く文言を一致させるということは、それぞれの表記の仕方があるので難しいとは思うの

ですが、各計画で矛盾のないように、同じ方向を向いて、同じ方針でいくという姿勢で、特

に主な事業については同じように掲載していこうということで調整を図っております。子ど

もに関する事業につきましては、「子ども・子育て支援総合計画」にも数多く掲載されてお

ります。

また、新年度の予算のことも先ほどお話しいたしましたが、その点も含めまして、計画担

当者のほうで最終調整を図ろうと考えております。

西田委員：基幹相談支援センターの西田です。私も相談員と全部読み合わせをしてきたので、

相談員のほうからというか、基幹相談の委員として、割とたくさんあるんですけど、いいで

しょうか。

まず１１ページの計画の推進体制のところで、関係機関との連携の③のところですけれど

も、今は保健・医療・福祉の関係機関との連携となっていて、その下の部分もその関係機関

が載っているんですけれども、教育を含めるほうがよいのではないかということで、児童の
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計画の推進ですとかフォローには教育が大きくかかわることになるのではないかということ

で、教育ってここのページにはどこにも出てこなかったので、それについてはちょっとご検

討いただければというふうに思っています。

それから、サービスを使う場合は、相談支援専門員がサービス等利用計画を立てることに、

なっているので、職種として、可能であればここに、ホームヘルパーとかいろいろ書いてあ

る、②の人的資源の確保というところで相談支援専門員も追加するのはいかがでしょうかと

いうことが一つあります。

それから、ちょっと調べてこなかったんですけど、３９ページに難病のことが書いてある

と思うんですが、難病の方たちが障がいのある人たちのカテゴリーに入ってきておりまして、

そうしますと、認知度は低いけれども、病院とか医療と福祉は書かれていますが、この間、

難病の勉強会したときにも教えていただいたので、「難病支援センター」を連携に組み込む

ことはできないかというふうに思いました。

それから、地域生活支援部会でヘルパーの増員のこととか不足のこととかで話をしていた

だいているんですけれども、この計画自体は、具体的な政策というのは今あるものだけを書

くということですよね。だからないものは書けないということですよね。そうすると、２９

ページの、先ほど直していただいた、「サービスの担い手であるヘルパーは、特に夜間や休

日等の時間帯や」というところに「早朝」というのも入れていただけるといいかなというふ

うに思いました。

それから、ちょっとこれは文章になっていないんですけれども、４０ページの医療的なケ

アの実施機関の充実というところで、「補助事業により障がいのある人の通所先の確保を推

進します」ってなっているんですけれども、通所先の確保を推進していただくのは当然必要

なことなんですけれども、医療的なケアの実施機関が仮に充実されても、在宅で医療的ケア

を受けることができない場合は地域生活を送ることが困難になるということで、在宅で医療

的なケアを含めた介護を受けられる体制も拡充しますのような書きぶりをしていただけない

かなというふうに思っています。

それから、３４ページなんですけれども、地域生活拠点の整備のところですが、ここはあ

んまり重要ではないんですけど、いろんな暮らし方があるんじゃないかと。この書き方だと

ひとり暮らしか家族かグループホームという形になっているけれど、相談員なんかはいろん

な形を見ているので、生活の形態はさまざまで、例えばルームシェアがあったりとか、だか

ら文章としては、一人一人が希望する地域生活が支援されるっていうような言葉をちょっと

加えていただけると、もっと個別性が出るのではないかというふうに思いました。

それから、同じ３４ページの住む場所の確保についてなんですけれども、グループホーム

だ、ひとり暮らしだということの先にある目指すところというのは、どこに暮らすかという

選択肢を障がいのある人もない人と同じように持ってることなんだよということが伝わるほ

うがよいのではないかというふうに思います。

それから、ここはちょっと何度も議論してきたことなので、またしつこくて申しわけない

んですけど、３７ページの障がいの早期対応のところなんですけれども、特に早期療育が必

要な子供については、こども発達支援センター等の療育機関につなげますって、ように努め

ますって書いてあって、民間もありますよということで、こども発達センターに「等」を入

れていただいたとは思うんですけれども。例えばですけど、「こども発達センターや民間の

療育機関の情報提供を行い、子供の療育ニーズに合わせて保護者が適切な療育機関を選択す

ることができるように努めます」みたいな。選択肢があって、その子に合わせた、親に合わ



7

せて選べるよというような書き方にしていただくと、もっと広がるのかなというふうに思い

ました。

あと、教育のところなんですけれども、先ほど教育委員会の答え待ちということだったの

で、それを待ってでいいのかなとは思うんですけれども、実際に相談を受ける中で、今、就

学前のときに、通常学級に行きたいんだけれども、補助教員はつきませんよとかいうことを

ﾏﾅﾋﾞの先生たちが就学相談で言われて断念しているというお母さんの声とかが入ってくるん

ですね。なので、ここにしっかり書いておいてくれると、計画を見てて、こうやって書いて

あるから、そんなことないんだよっていう話もしていけるので、やはり先ほどのことは何と

か、普通学級を選択したとしてもちゃんと配慮ができてますということは書いていっていた

だきたいですし、今までのどんな重度の人でも普通教育が受けられるという実績があるから、

浦安市としてもちゃんと推進していきますよという書き方にしていただけるとありがたいな

というふうに思っています。

あと、これはちょっと私もよくわかんなかったんですけど、５８ページの公共施設の建物

において、デザインのバリアフリーだけではなくて、色覚障がいがある方への配慮として、

なんかカラーバリアフリーとかいうことがあるらしく、そういう配慮も、してなければ書け

ないんでしょうけど、何かそういうことがもしこれから新庁舎でやられるのであれば、書い

ていただけるといいなということがありました。

６７ページの権利擁護の推進の現状と課題というところに、権利擁護の有効なツールとし

て今活用しているこころのバリアフリーハンドブックについても、啓発の推進という、２０

ページに詳しく述べられているんだけれども、権利擁護というところにも入れるのもどうで

しょうということが一つありました。

あとは、７１ページの差別と合理的配慮というところなんですけど、行政サービスの部分

に情報保障とかだけではなくて、障害福祉サービスとか住まいなど、障がいのある人の暮ら

し全般において、行政と民間事業所が連携をとって、障がいのある人が自分らしく暮らすた

めに必要な合理的配慮を推進していきますみたいな、行政だけじゃなくて、みんなやってい

きますよ、推進しましょうねというような表記にしたらどうかということがあります。

あと、結局体制整備とか合理的配慮を推進していく上では、周知していかないと広がって

いかないので、市民への差別解消法の周知をするとかということもできたらお願いしたいな

と思っています。

あと、これは、７４ページの余暇活動の推進のところなんですけれども、現状の課題の中

に、障がいが重い人の外出を支援するヘルパーが不足していて、思うように外出できなかっ

たり、地域の余暇活動などに参加できないことがあるんですよ。だからそういうことを書け

ないのか。つまり人がいなくて、ヘルパーがいなくて外出できないという課題も、ヘルパー

がいないだけではなく、だから余暇活動ができていかないという課題もあり、そういう方向

性に、先ほど、繰り返しになっちゃいますけど、移動支援ですとか行動援護を提供するヘル

パーの確保というところもリンクしてくるのかなというふうに思いました。

あと、これは相談員ならではの何か発想なのかもしれませんが、移動支援の支給の時間が

一律４８０時間となってるんですけど、結局必要な人に必要な量が行くような計画が、移動

支援だけを使っている人というのはサービス等利用計画にのらないので、１回１回行政と交

渉していくわけですけれども、そこら辺の問題はどういうふうに、サービスの支給量につい

ても何か検討したほうがいいのかなというのは、計画とは違うかもしれませんけども、そう

いう話もありました。



8

あと、１０３ページの相談支援体制の充実で、相談の質の向上の一環として、やはり相談

員の確保、人材確保の観点も文章に織り込めたらいいのではないかというふうに思います。

済みません。長くなりましたが、以上です。

委員長：ありがとうございました。文言の訂正、あるいはさまざまな事項の追加等、さまざ

まなご意見、ご要望を受けましたが、これについて、今答えられることがありましたら、事

務局からお願いします。

事務局：部分的になると思いますが、回答させていただきます。

まず、前提条件として、こちらの計画に書いてある内容ですが、現状と課題と取り組みの

方向性は、これをもとに予算をつけていきたいとか、こういう方向性でいきたいという内容

ですので、予算がまだついていないから書けないというわけではありません。むしろ予算を

とっていこう、こういう支援が必要だなというスタンスで書いております。ただ、主な事業

につきましては、実際にやっていない事業は書けないので、主な事業に関しましては、予算

を確保できているものに掲載を限られていただいております。

また、あらゆる部門においてヘルパーが不足しているということですが、前の協議会でも

お話しいただきましたが、相談員さん、相談支援の大切さというのは、各分野全部に影響し

ているところなんですね。ただ、今回、計画を作成するに当たって重複しているところをま

とめていこうという動きがありますので、あちらこちらにヘルパーについての表記が必要だ

なということは感じておりますけれど、その辺についても再度検討した上で、できるだけ重

複がなく、的を絞った形で再編集させていただきたいかと思います。

文面に戻りまして、１１ページ、「計画の推進・フォロー体制」についてですが、こちら

の連携のところに教育がないというご指摘でしたが、実は教育は主体の側に入っているんで

す。市役所と教育委員会、両方で浦安市ですので、どちらかといえば主体側として考えてお

りましたが、教育委員会及び市立の保育園、幼稚園、小・中学校ばかりではありませんので、

私立校や高校との連携も必要かと思いますので、そういったところも盛り込む形で連携につ

いて書いていけたらと思います。また、相談支援専門員さんのお力も、今までもそうです。

これからも必要となってくると思いますので、人材確保のところについては、相談支援専門

員さんのお名前なども入れていくなど、漏れている連携機関などがないかについて、再度検

証させていただきたいかと思います。

答えられる範囲ですので、ぼちぼち抜けていても、申しわけありません。全て受け取って、

次回までに検討させていただきます。

ページでいうところの２９ページ、夜間や休日等の時間帯についてヘルパー不足している

という表記ですが、地域生活支援部会で出てきたのが主に夜間、休日等だったのがこういう

表記になっているんですが、早朝は、休日等の「等」のほうに入るかと思いますが、実際に

早朝などにヘルパーさんが不足している現状もあるかと思いますので、こちらの表記につい

ても再度検討していきたいと思います。

３４ページの地域生活支援拠点の整備で、暮らしのあり方というのが、同居、ひとり暮ら

し、グループホームなどに限定している嫌いもあるかと思いますので、ここは幅広く受け取

れるように、表記を考えたいと思います。

３７ページ、早期発見の促進について、民間の療育機関などの情報の提供のこととか連携

のこととかをもう少し書いたほうがいいのではないかというご意見につきましても、この後

に第４回こども部会もございますので、そこでご提案していきたいと思います。

次に、３９ページ、保健・医療・リハビリテーションの充」ですが、連携機関として難病
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支援センターもあるのではないかというご意見いただきましたので、これについても連携す

るべき機関などの漏れがないかなどについて確認するとともに、健康関係を扱っている部署

にもう一度確認の上、この表記については考えさせていただきたいかと思います。再度、関

係計画との調整をおこないます。

４０ページ、医療的ケア実施機関の拡充について、在宅の医療的ケアの必要な方への支援

についてですが、これについては、カテゴリーとしましては、２９ページの在宅福祉サービ

ス以降のところについて少し盛り込んでおります。いろいろなところで同じ表現があったり、

努力目標が同じだったりするというのがあります。在宅福祉サービスの充実に「人材支援の

確保として、医療的ケアを行うヘルパーの育成について検討します」と入れておりますので、

こちらで読みかえさせていただきたいかと思います。

４６ページの、通常学級においても特別な支援が必要な子たちに支援をしていきますとい

うことについてちゃんと明記してほしいということにつきましては、教育委員会とまた再調

整を図った上、次のこども部会、そしてこの次の第６回策定委員会で内容をお示ししたいと

思います。

５８ページ、公共施設の定義ですが、今、新庁舎がユニバーサルデザインに配慮したデザ

インで建設を進めているところで、カラーバリアフリーのお話もございました。カラーバリ

アフリーにつきましても、色覚に障がいのある方でも見えやすい色の配置とか色の選択など

をしておりますので、それも含めてのユニバーサルデザイン、どこまでをユニバーサルデザ

インというのかというところも難しいと思いますが、全ての障がいのある方に配慮したとい

う意味で、ユニバーサルデザインという表記にさせていただきました。

６７ページの権利擁護施策の推進について、「こころのバリアフリーハンドブックについ

て掲載してはどうか」というご指摘ですけれど、確かに権利擁護施策としまして、こころの

バリアフリー支援事業というのがございます。これが後の差別の解消のほうにのみ入ってい

ますが、こころのバリアフリー推進事業はどちらかというと権利擁護の施策の推進でどんと

打ち出したほうがバランスとしてはいいかと思いますので、ここは改めさせていただきたい

かと思います。

あと、７１ページでご指摘をいただきました差別の解消と合理的配慮の推進におきまして、

「民間に対しましても啓発・広報活動、差別の解消について、そして合理的配慮について、

啓発・広報活動をする必要がある」というご意見を頂戴いたしました。合理的配慮の推進の

ところに、「障がいのある人が自分に合った支援が受けられるよう、啓発・広報や支援に努

めます」という表記になっておりますので、こちらについてはもう少し詳しく書いたほうが

いいのかなと感じました。

今、差別解消に係るモデル事業を千葉県と浦安市で受けておりまして、来年についてはど

うなるかわからないんですが、内閣府から受託したモデル事業として差別解消についての取

り組みを進めております。そういった実績もございますので、それを踏まえた上で、差別解

消、合理的配慮の推進についての積極的な取り組みについて少し付記できればなと考えてお

ります。障がい事業課、福祉課に持ち帰って検討させていただきます。

次に、７４ページ、「余暇活動の推進にはヘルパーさんの力が必要」というご意見ですが、

冒頭で申し上げたのですが、相談支援、ヘルパーさんの必要性はどこの分野についても問わ

れるところだと思います。全体を網羅するものとして考えておりますので、ここにヘルパー

さんの不足、それが解消できれば余暇活動の幅が広げられるという表記を入れるかどうかに

ついては、持ち帰って検討させてください。
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移動支援事業の支給量については、障がい福祉課から説明いたします。

障がい福祉課：移動支援の支給決定量につきましては、障がい福祉課の管轄になるんですけれ

ども、現在は一定の基準時間というのを設けています。ただ、先ほど話に出ましたように、

その方の個別の必要量に応じて検討しておりますので、これは今後もその必要性を鑑みて至

急決定を継続していくということになるかと思います。

事務局：現状でお答えできるのは以上です。

委員長：あとは次の策定委員会のほうに向けて、今いただいたご意見を文言に盛り込んでいけ

るものは盛り込んでいくという形でご提示いただきたいというふうに思います。ありがとう

ございました。ほかに、ございますでしょうか。

白川委員：審査会の白川です。３９ページ、保健・医療・リハビリテーションの充実の取り組

みの方向性の「②保健・医療・福祉の連携体制の構築」の「精神障がいのある方の入院医療

体制等について、県への働きかけなどを行います」で、「行います」と言っているんですけ

れども、入院体制の何に対して働きかけを行うのかということがちょっと見えてこないので、

これは何を指しているのでしょうか。もう働きかけを行うと言っているので、少し具体的に

何に対して働きかけを行うのかということを書いたほうが。

事務局：入院医療体制等についてどういうところについて働きかけをするのか、もう少し詳し

く書けるところは書きたいと思います。書かれた背景について少し調べてから回答したいと

思いますので、これは持ち帰りにさせていただいてもよろしいでしょうか。

白川委員：はい。

石井委員：社会福祉協議会の石井です。細かなところで恐縮ですが、特に６３ページに、非常

に大切なことだと思うんですが、災害への取り組みがあろうかと思いまして、現在同時進行

している地域福祉計画のほうで大きく高齢者等を含めて書かれることだと思いますが、その

ところのすり合わせをお願いいたしたいというところが一つです。

それから、１１５ページに障がい者の人数等の推移の表が記載されているんですが、この

案のほうでいただいた分の合計の数字が間違っているんだと思います。２１年度の計の数字

が違っておろうかと思いますので、訂正をしていただければと思います。以上です。

委員長：合計については間違いだと思いますので、早速訂正をします。もう１点は地域福祉計

画とのすり合わせということでございますが。

事務局：安全・安心に暮らせるまちづくりの推進について、地域福祉計画とのすり合わせです

が、今、地域福祉計画についてもパブリックコメントを経て、最終版を今固めているところ

ですので、こちらの取り組みにつきましては、地域福祉計画担当者とすり合わせを行いたい

と思います。

また、合計の数字が間違っていて申しわけありません。次回までにもう一度精査いたしま

して、訂正したいと思います。

白川委員：審査会の白川です。１１５ページの障がい者等の人数の推移の精神障がい者の方と

いうのは、これは手帳を保持している方の人数なのか、それとも自立支援医療とか受けてい

る精神の方も含めての人数なのか。明記したほうがいいんじゃないかと。

事務局：１１３ページの人数の統計の精神に障がいのある方については自立支援医療の給付の

方も含めておりまして、また、１１５ページは手帳を持っている方という、ばらばらな統計

になっております。身体に障がいのある方、知的障がいのある方は、それぞれ手帳を持って

いる方を掲載しておりまして、その人数との比較もありますところから、今回は、手帳を持

っている方とさせていただきたいかと思います。１１３ページのほうの精神に障がいのある
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方の人数については訂正させていただきます。

白川委員：ということは、全部、手帳を持っている方だけの人数に統一するということですよ

ね。

事務局：３年前の計画のほうの統計には、手帳を持っている方と精神科通院医療費公費負担の

方の両方の人数を掲載しておりました。今回、推移の統計をグラフ化するに当たりまして、

ちょっと手帳所持者数ということで、比較のため手帳所持者を表記させていただきましたが、

実際に精神科に通院して医療費の公費の負担を受けていらっしゃる方もいらっしゃいますの

で、その人数の表し方について、再度持ち帰らせていただいて、次でどのような統計にする

かお示ししたいと思います。３年前と食い違っていたり、ページによって人数が違っていた

り、申しわけありません。

委員長：では、持ち帰って、事務局で精査しまして、次の３月６日の策定委員会でご提示申し

上げることにさせていただきます。

西田委員：細かいことで恐縮なんですが、１１９ページの名簿があるんですが、この名簿、株

式会社とかＮＰＯって書いてあるところと法人格が書いてないところの、例えばパーソナ

ル・アシスタンスともというのは社会福祉法人なんですけど、書いてなかったりとか、どっ

ちかに統一されるんでしょうか。

事務局：法人格を入れた形で掲載させていただきます。ばらばらで申しわけありません。

白川委員：１１５ページの障がい者の状況ということで、難病の方のあらわし方なんですけれ

ども、難病の方というのは、手帳を持っている方もいらっしゃいますよね。身体の手帳を持

っている方もいらっしゃってて、そこで重複しているような場合には、両方に入れているん

でしょうか。難病の方の基準を何にしているのかも含めて教えていただきたいんですけど。

事務局：統計の数字につきましては、該当する障がいのある方、該当する障がいの手帳をお持

ちの方を１名としてカウントしておりますので、重複障がいの方につきましては、例えば身

体と知的の重複がある場合、それぞれに１としてカウントされます。なので障がいのある方

の総数よりも、身体、知的、精神、難病、全てを合わせると人数が（実人数より）多くなっ

てしまうんですが、例えば障がいのある方は、１０人しかないのに身体の方が５人、知的の

方が６人、精神の方が２で、合計すると１３人となるんですが、重複障がいの方はそれぞれ

該当するところに人数としてカウントされています。

白川委員：わかりました。それと、難病の方の基準ですね、それはいわゆる保健所のほうか何

かの、難病のあれの申請を出してる方。

事務局：難病者につきましては、今回、県から情報をいただきまして、保健所に特定疾病とい

うことで受給証を発行してもらっている方で浦安市の方の人数を提供してもらいました。ど

うしても見舞金ですと申請制になりますので、受給者証を持っていても見舞金は申請してな

いという方もいらっしゃると思いますので、サービスの対象者に難病者の方も入りましたの

で、県のほうの数字を持ってきました。ただ、県のの５４疾病の情報ですので、ただし書き

とかが必要かもしれませ。その辺は、説明をつけます。

枝川委員：手をつなぐ親の会の枝川です。先ほどの策定委員会の名簿の一番最後、橋野課長が

障がい福祉課になってる。

事務局：訂正します。

委員長：ほか、ございますでしょうか。それでは、ご意見いただきまして、このご意見につき

ましては、今後、本人部会、それから相談支援部会、こども部会で出た意見、あわせて事務

局で検討させていただきまして、次の、最終になりますが、第６回の策定委員会で検討いた
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します最終案に反映いたします。

なお、ここで、事務局より、概要版の製作について提案がおありということですので、こ

の点について説明をお願いいたします。

事務局：本日、当日資料ということで、概要版のイメージ、Ａ３、２つ折りの見開き版をお渡

しいたしました。従来、計画は、本体が百二、三十ページ程度の計画書と４０ページ余りに

まとめた概要版の２パターンをつくっておりました。今回、策定業務を行うに当たり、他の

市町村の概要版がどうなっているか調査をいたしました。二極化しておりまして、分厚い本

編の大体３分の１から４分の１ぐらいの、４０ページから５０ページぐらいの小冊子をつく

っているところとと、今回お示ししました概要版のように、４ページもしくは８ページぐら

いのリーフレット状にしているもの、この２つに大きく分かれております。

今回、福祉計画はちょっと読みづらい、知的な障がいをお持ちの方の配慮に欠けてるんじ

ゃないかという意見もいただいておりました。薄いもので、ルビが入っていて、しかも計画

のエッセンスがわかるものとして、リーフレット版を作成させていただきました。皆様から

従来どおりの要点のみを抽出した冊子版を作成するのかリーフレット版にするのかというご

意見をいただきたいかと思います。

リーフレット版のいいところは、手にとりやすい、どなたにでも読んでいただける。リー

フレットを見て計画本体に興味いただいた方には、障がい事業課で冊子をお配りすることも

できますし、ホームページで全文を公開しておりますので、そちらでごらんいただくことも

できます。

今日お渡ししたイメージ版では、原則として本文から文章を抜粋しておりますが、若干の

編集を加えて、さらに表現をやわらかくすることもできます。例えば本編から内容を引っ張

ってきていても、かなり内容はかみ砕いて、とっつきやすくなっているという内容になって

いるという市町村もございます。そういった読みやすい、手にとりやすいという利点はある

かと思います。

また、障がい者福祉計画は、分厚くてなかなか手にとってもらえないんですが、浦安市は

障がい者に対する計画をつくっていて、こういった５つの重点項目と７つの施策の柱を持っ

て支援に当たっているんだよということを、啓発・広報、多方面にＰＲできるという点では、

リーフレット版は利点があるかと思います。

ただ、マイナス点もございまして、４ページでは語り尽くせない、余りにも情報が薄くな

るのではないかという懸念もございますので、ここは委員の皆様にメリット、デメリットを

検討していただきまして、どういった方法で概要版を市民の皆さんにお示ししていくのか、

ご意見を頂戴できたらと思います。

委員長：ありがとうございました。それでは、ただいま概要版、こちらで示しておりますが、

これにつきまして、内容的にどうかというようなことも改めて問題になるかと思いますが、

ちょっとご意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。

事務局：当日資料ですので、少し内容について読み上げさせていただきたいかと思います。

障がい者福祉計画概要版ということで、１面には、障がい者福祉計画の詳しい内容は、浦

安市のホームページでごらんいただけるいうことを明記して、ホームページアドレス、決ま

り次第掲載します。また、ルビについては、１、２ページはルビつき、３、４ページはルビ

なしのものを提示してございますので比較いただければと思います。２、３ページで障がい

者福祉計画について、４ページで障がい福祉計画第２編に相当するところをまとめておりま

す。
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２ページ目には、障がい者福祉計画の５つの重点的な取り組みを紹介しております。内容

は、「浦安市の障がい者施策の基本となるもので、市が取り組むべきこととその考え方を示

したものです。平成２７年度から２９年度は、次の５つを重点的な取り組みとします。

１、自己決定を尊重したサービスの提供。障がいのある人が自身の望むライフスタイルや人

生設計に応じて自己決定を行い、自由にサービスを選択することを基本に考えたサービス等

利用計画の充実を推進し、一人一人のニーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

また、サービスの質や量の充実に努め、事業所の連携を強化するとともに、新規の事業者が

参入しやすい環境を整備します。

２、ライフステージを通じた支援の推進。一人一人のニーズに応じたきめ細かな支援を行う

ために、サポートファイルを活用して、乳幼児期から成人期までのライフステージに対応し

た支援体制を推進します。

３、就労の促進。障がいのある人が希望と適性に応じて就労することにより、社会的、経済

的に自立できるように、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体制の充実を推進しま

す。

４、安心・安全に暮らせるまちづくりの推進。災害時要援護者に対し、安否確認や避難支援

が迅速に行えるよう、福祉避難所の支援体制を整備するとともに、広く民間の事業所にも協

力を求め、ともに災害時の支援に当たります。

５、差別の解消と合理的配慮の推進。障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、

お互いに人格と個性を尊重し合い、ともに生きる社会の構築のため、障がいのあるなしにか

かわらず、お互いに理解が深まるように、差別の解消と合理的配慮を推進し、障がいのある

人が社会に参加する機会の拡充を図ります」という内容になっております。

こちらが計画本体の１６、１７ページに相当する部分なのですが、文章は、こちらから引用

しまして、若干表現をやわらかくしております。ただ、災害時要援護者等、一般的にはなじ

みのない文言もありますので、さらにこういった表現については配慮が必要かと思われます。

次に、３ページですが、施策の体系、７つの柱について説明いたしております。「施策の

体系。施策をその方向性により７つの柱に分類しています」と表記いたしまして、「施策の

方向性１、理解と交流の促進。基本施策は、啓発の推進、市民との協働による支援活動の促

進、交流機会の拡充。方向性の２、福祉・生活支援の充実。こちらは重点項目でもあります。

その基本施策として、相談支援体制の充実、在宅福祉サービスの充実、日中活動の場の充実、

住まいの場の充実。施策の方向性の３、保健・医療の充実。基本施策としましては、障がい

の早期発見の促進、保健・医療・リハビリサービスの充実。施策の方向性の４、子供への支

援の充実。基本施策としましては、就学前療育と教育の充実、就学後療育と教育の充実、進

学相談の充実、ライフステージを通じた支援の推進。このライフステージを通じた支援の推

進は重点項目となっております。施策の方向性５、雇用・就労支援の推進。こちらは５つの

重点項目の一つとなっております。基本施策としましては、障がい者雇用の推進と福祉的就

労の促進、就労支援体制の充実。施策の方向性の６、生活環境の整備。基本施策としまして

は、歩行空間・建築物の整備、移動・交通手段の整備、安心・安全に暮らせるまちづくりの

推進。施策の方向性の７、自立と社会参加の促進。基本施策としましては、権利擁護施策の

充実、虐待の早期発見・防止、差別の解消と合理的配慮の推進、自主的活動の促進、余暇活

動の促進」となっております。

障がい者福祉計画の説明については、簡単ですが、以上となっております。

４ページは、障がい福祉計画についてまとめております。「障がい福祉計画は、障がい者
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施策について、具体的な目標値を定めたものです。施設入所者の地域移行の推進。平成２５

年度末の施設入所者数の１２％以上に当たる７人を地域生活に移行することを目指すととも

に、２９年度末時点での施設入所者数を３人削減することを目標としています。グループホ

ームを整備するための本市独自の補助事業を継続し、グループホーム等の居住サービスの整

備に努めていきます。また、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地

域体制づくりの機能を持った地域生活支援拠点を市町村に少なくとも１つ整備するよう国か

ら指示されました。これを受け、本市の実情に応じた地域生活支援拠点を整備していきます。

次に、福祉的就労から一般就労への移行者数の目標。平成２９年度中に一般就労に移行する

人数を、平成２４年度の一般就労への実績の１４％以上である３０人にすることを目標とし

ています。

就労支援事業の利用者に関する目標。平成２９年度中に就労移行支援事業を利用する人数を、

平成２５年度実績の６０％以上である８８人に増加させることを目標としています。

浦安市ワークステーションでは、就労支援センターを中心に、就労相談、就労訓練、特例子

会社が連携を図り、障がいのある人が就労の場や機会を得られるための支援を行っています。

また、関係機関と連携を図り、就労移行支援事業所の整備及び利用者の増加に努め、目標達

成に向けて就労支援事業の充実を図っています。

今後も就労を希望する障がいのある人が一人でも多く一般就労につながるよう、障がいのあ

る人の就労等の選択の幅を拡大しつつ、支援を行います。

次に、福祉サービスの必要量の見込み。こちら、本編については２４、２５、２６の実績値

と２７年からの見込み値をサービスごとに掲載しておりますが、ここではちょっと文章で一

まとめにしております。

次の障害者福祉サービスについて、種類ごとに、平成２９年度までの必要量を実績等に応じ

て見込んでいます。訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービス、相談支援、障

害児支援、地域生活支援事業、こちら、各サービスの説明については、訪問系サービス（居

宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護）など、主なサービスについて名称のみ掲載し

ております。」

障がい者福祉計画についての記述は以上となります。

委員長：ありがとうございました。それでは、内容も踏まえて何か、概要版をつくることにつ

いてもご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

上田委員：千葉障害児・者親の会「コスモ」の上田です。自分たちの子供、うちの会の子供の

ことを考えると、彼らが成人してこれが読めるかということを考えると、まず、概要版には

おおむね賛成で、むしろ半分ぐらいの文字数にしてほしいです。

それから、難しいこととか、全容がわかる必要はなくって、自分たちが守られているとか、

どこかに助けを求めることがどうもできるらしいとか、そのぐらいのことがわかれば十分な

ので、こんなにいっぱいだと、私でも多分、ここの会議に出るから読みますけど、普通の人

にも読んでもらいづらいぐらい多いとは思うので、量を半分ぐらいに、誤解を恐れてもいい

から削って、伝わりたいことは、自分たちを守ってもらえるところが市にあるらしいぐらい

で、どこに連絡をすればいいかが最低限わかるぐらいになっているものが町中にあるととて

も安心です。

委員長：今、上田委員のほうから、分量的に絞ったらどうかというのが出ましたけれども、ど

うでしょうか。

事務局：ただいまのご意見、参考にさせていただきます。こちらに大田原市のつくっている地
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域福祉計画のあらましがありますが、イラストを用いまして、地域福祉って何だろう、企画

がありますよみたいな、本当に文字数の少ないシンプルな内容になっております。こういっ

た示し方もあるんだなと思います。今回、他市町村のを調査させていただいて、本当にどの

市町村も、どうやったら読みづらくなるだろうか、どうやったら市民の方が自分の問題とし

て捉えてくださるだろうかと、いろんな工夫をなさってます。補足させていただきました。

委員長：これについては、上田委員からのご意見を取り入れて、次回に向けて概要版の検討を

いたします。ありがとうございます。

石井委員：社会福祉協議会の石井です。障がい者福祉計画は、障がい者計画と障がい福祉計画

に２編になっているので、多分これは誤植だと思うんですけど、表紙が障がい者計画になっ

ているのはおかしいかと。浦安市障がい者福祉計画は、第１編が障がい者計画、第２編が障

がい福祉計画というふうに分かれていることをこのパンフレットに載せるときに、障がい者

計画編と、障がい福祉計画編がわかるような吹き出しをつくって、より明確にしたほうが、

つくり方としてはよろしいのではないかと。

委員長：早速対応させていただきます。

白川委員：審査会の白川です。ルビは振っていただきたいんですけれども、概要版の２ページ

のルビのページを見た瞬間、すごい細々と、ごちゃごちゃしてるなって。本編のほうからそ

のまま文章を持ってきて、それに対してのルビを振ったからこうなったんでしょうけれども、

もともと漢字にしなければ、平仮名で書いておけば、ルビ振る必要がなくて、その辺がもう

少し整理されたらいいのかなとかって思うんですね。ですからここのところの漢字の部分で

平仮名に変換できるところの部分は平仮名にしていただいて、ルビを振らないような形にし

ていただくか、それとももっと本当にわかりやすい文章で、ここは余りにも漢字が、四角ば

った全体が文章になっているのでね、もっとわかりやすい文章にしてルビの数を少なくする

のか、すごいごちゃごちゃしてるな、詰まり過ぎてるなという感じがしました。見づらいで

す。

委員長：率直なご意見ですので、検討いたします。

西田委員：基幹相談支援センターの西田です。４ページ目の障がい福祉計画、ここは数値目標

を定めたものって書いてあるんですけど、何かボリューム感が違うのかなと。一番下のは数

値目標が全く入ってなくて、就労とかグループホームは書いてあるっていうところで、多分

重点的にこういうところをやっていきますよということなのかもしれないですけど、数値目

標というんだったら、もうちょっとちゃんと下のほうも数値目標を入れてもらったほうがい

いのかなというふうに思います。

委員長：４ページ目の福祉サービスの必要量の見込み、上は数値が入っていますが、一番下は

ないので、このあたり、数値をきちんと入れたらどうかというようなご意見です。これにつ

いては検討させていただきたいと思います。

枝川委員：浦安手をつなぐ親の会の枝川です。本当に福祉計画１冊分は、見るのが大変なんで

す。親にとって自分と子供に必要なサービスがどこにあるかというのをすごく探しやすくし

てあったほうが、引っ張ってこられやすいということがあると思うんですね。ですから、こ

の概要はすごくいいと思うんですけど、この概要のつくり方を例えば学齢期的に少しまとめ

て、これよりもうちょっと詳しく、あと、いわゆる卒業間際の人たちはその先のことを詳し

くわかるようにしたほうが、すごく親としては引き出しやすいと思うんですね。概要を年齢

別につくってくれたら、すごく親としては助かるかなと思うんですけど。

足立委員：視覚障害者の会・トパーズクラブの足立です。非常に難しいところですけれども、
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ここで議論している内容というのは非常に難しいんですよね。対象を、どういう人に読んで

もらうかということによって違ってくると思うんですよね。視覚障がい者は視覚障がいにつ

いての関心がある。皆さんによって違うと思うので、それをやり出すとかなり詳しくなって

しまうような気がするんです。これはどういう人を対象に考えてもいいんですか。事務局の

ほうでは、読む対象、焦点をはっきりさせたほうがいいんじゃないですか。私は、全体とし

てここのレベルが高過ぎて、一般の人とちょっと浮いてしまっているところがあるので、ど

ちらかというと、私は上田委員のおっしゃるようなとっつきやすいもののほうがいいような

気がするんですけどね。詳しくしても、一般の人はとてもついていかれないと思うんですね。

事務局：この４ページの薄い概要版を提示させていただいた理由というのは、まず、市民の方

に計画の存在を知っていただきたい。そしてそれは誰にでも読みやすく、とっつきやすいも

のであってほしい。そしてさらに詳しく知りたい人について、詳しい冊子版がありますよと

いうことを紹介する。幅広い市民の方にわかりやすく計画の存在とその計画の目的をお知ら

せしたいということが目的になっております。ですので、いろいろ意見をいただいたように、

なるべくかみ砕いた形で、重点、これだけは伝えたいという５つの重点的な取り組みや７つ

の柱、そこをまず伝えていきたいので、内容を絞らせていただきました。広く市民の方に計

画とその趣旨について知っていただきたい。これが目的となっております。

足立委員：わかりました。そうすると、上田委員のおっしゃるような方向で考えておられたと

いうことですね。

事務局：。はい。

委員長：上田委員が出された方向で、概要版を次回に向けて検討させていただいて、提示させ

ていただくというような段取りにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

では、これについては次回示させていただき、もし、その後何かお気づきの点等ありまし

たら、メールや電話、あるいはファクスでも、何でも結構でございますので、障がい事業課

までお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、用意しました議題はこれで全て終わりとなりますが、何か事務局から報告事項

はございますでしょうか。

事務局：お気づきの方もいらっしゃったかもしれませんが、中央公民館の入り口で今、「ここ

ろのバリアフリーパネル展」を開催しております。本日最終日となっております。各就労支

援施設のつくっている品物の紹介や、マークについての啓発、広報を行っておりますので、

ぜひお帰りの際に少しでもお立ち寄りいただけたらと思います。

委員長：それでは、これをもちまして、第５回障がい者福祉計画策定委員会を終了させていた

だきます。本当にいろいろとご意見ありがとうございました。



平成 27 年２月 13 日（金）

午後１時 30 分～

中央公民館 第一会議室

平成２６年度第５回浦安市障がい者福祉計画策定委員会次第

１．開会

２．議題

（１）計画策定スケジュールについて

（２）パブリックコメントの実施結果について

（３）障がい者福祉計画の素案について

３．閉会



議題 1 資料

１．計画策定スケジュール

日程 内容

11 月 27 日 本人部会 部会委員から意見収集

12 月 4 日 こども部会 部会委員から意見収集

12 月 5 日 修正案作成・委員宛発送 策定委員会委員から意見収集

１月１日

～２６日
パブリックコメント 広く市民から意見収集

1 月 19 日 地域生活支援部会 部会委員から意見収集

1 月 28 日 権利擁護部会 部会委員から意見収集

２月 13 日 第５回福祉計画策定委員会 パブリックコメント実施結果報告、素案検討

2 月 17 日 相談支援部会 部会委員から意見収集

2 月 19 日 本人部会 部会委員から意見収集

2 月 24 日 こども部会 部会委員から意見収集

３月 6 日 第６回福祉計画策定委員会 次期福祉計画策定

3 月末日 次期福祉計画発行
冊子２００冊、概要版冊子２００冊作成

ホームページで全文公開

議題 2 資料

１．パブリックコメント結果報告

件数 1 件

概要

福祉サービス以外にボランティア的視点から事業をおこなっている事業所が、安

定した活動を続けられるように補助金等の助成をしてほしい。

回答

計画の基本施策のひとつである「市民との協働による支援活動の促進」に、「地域

で福祉活動を行う人材や団体を発掘、育成、支援する」と記載しています。既存の

制度を生かしながら、事業者や団体の側面的支援に努めてまいります。



議題３資料

浦 安 市

障 が い 者 福 祉 計 画

（案）

平成２７年度～平成２９年度

平成２７年２月

浦 安 市

第５回障がい者福祉計画策定委員会資料

以降は、差し替えがあった部分のみ配布しますので、

第6回策定委員会まで保管してください。



「障がい」の表記について

日本語の「障害」、特に「害」という文字には、否定的な意味合いが強いため、

「障がい」という言葉を用いてはどうかというご意見が多数ありました。

これを受けて市では、従来、「障害」と表記していたものについて、公文書、広報等にお

いて可能なものから、法律名、団体名等固有の名称を除き、次のとおり平成19 年7 月2 日

より表記することとしました。

（１）従来、「障害者」と表記してきた、人を表す言葉としては、「障がいのある人」

「障がいのある方」と表記するものとする。

（２）「障害」は「障がい」と、「害」を「がい」とひらがな表記する。

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など
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○第4期市町村障害福祉計画

（障害者総合支援法に準拠）

○市町村障害者計画

（障害者基本法に準拠）

＜第２編 障がい福祉計画＞

＜第１編 障がい者計画＞

浦安市障がい者福祉計画

我が国の障がい者施策は、障害者基本法第１条に規定されるように、すべての国民が障がい

の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、障が

いの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社

会の実現を目指して、基本的な方向を定めています。

浦安市においても、このような社会の実現に向け、障がいのある人を「必要な支援を受けな

がら自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体」としてとらえ、障がいのある人

が自らの能力を最大限発揮し、自己実現できるために市が取り組むべき障がい者施策の基本的

な方向を定める「障がい者福祉計画」を策定しています。

「障がい者福祉計画」は、「障がい者計画」と「障がい福祉計画」を一体化した計画で、第

１編「障がい者計画」は､障害者基本法に定められた「市町村障害者計画」に相当する部分と

して、障がい者福祉に係る市の施策を示しています。

また、第２編「障がい福祉計画」は、障害者総合支援法に定められた「第４期市町村障害福

祉計画」に相当し､障がいのある人が地域の中で自立した生活を送ることができるよう､総合的

な生活支援のための平成 29 年度までの整備目標を明示するとともに､目標達成のために必要

な障害福祉サービスや地域生活支援事業の見込量とその確保のための方策を示しています。

昨今「障害者基本法」の一部改正、「障害者総合支援法」の施行と、新たな法律の整備など

により、障がい者福祉の対象が大きく広がり、障がい者施策を取り巻く状況も大きく変化しつ

つある状況を踏まえて、これまでの計画の推進状況や成果を総括し、今日の法制度の動向を見

据えながら障がいのある人の生活全般にわたる今後の施策の方向性を明らかにする必要が生じ

ています。

これらを背景に、現行計画が最終年次（平成 26 年度）を迎えたことから、本市の障がいの

ある人をめぐる状況に的確に対応するため、次期「障がい者福祉計画」を策定するものです。

計画策定の趣旨１



４

○障害者基本法の改正

平成23年７月、障害者基本法の一部を改正する法律が成立し、同年８月から施行され

ました。この法律では、「障害者を必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき、社会の

あらゆる活動に参加する主体としてとらえ、障害者があらゆる分野において分け隔てられ

ることなく、他者と共生することができる社会を実現すること」が規定されています。

○障害者基本計画（第３次）の策定

平成25年９月、国の障害者基本計画（第３次）（平成25年度から平成29年度）が策定

されました。この計画では、障害者基本法の改正を踏まえて、施策の基本原則を見直し、

地域における共生、差別の禁止、国際的協調という方向性が示されるとともに、施策の横

断的視点として、障がいのある人の自己決定の尊重が明記されています。

また、新たに取り組むべき施策分野として、「安全・安心」、「差別の解消及び権利擁護

の推進」、「行政サービス等における配慮」が掲げられています。

○障害者総合支援法の成立と施行

障害者の地域社会における共生の実現に向けて、障害者自立支援法に替わる法律として、

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）が

平成24年６月に成立し、平成25年４月から施行されました。この法律では、「すべての

国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享受するかけがえのない個人とし

て尊重されなければならない」という理念の基に、障害の範囲に難病等を加えたのをはじ

めとして、障害支援区分の創設、グループホームとケアホームの一元化、重度訪問介護の

対象の拡大、医療型短期入所制度の導入等の新たな障害者施策が示されています。

○第４期障害福祉計画の基本指針

平成26年に策定される第４期障害福祉計画については、国の基本指針の中で、ＰＤＣ

Ａサイクルを導入し、中間評価、評価結果の公表等をして、計画の進捗評価体制を強化す

るとともに、「福祉施設から地域生活への移行促進」、「精神科病院から地域生活への移行支

援」、「地域生活支援拠点等の整備」、「福祉から一般就労への移行促進」、「障害児支援体制

の整備」、「計画相談の連携強化、研修、虐待防止等」の施策を推進していくこととされて

います。

法律・制度の動向２



５

○障害者虐待防止法の成立と施行

虐待を受けた障がいのある人に対する保護、養護者に対する支援のための措置等を定め

ることによって、障がい者虐待の防止に向けた取り組みを推進するため、平成23年６月

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（障害者虐待防止

法）」が成立し、平成24年10月から施行されました。この法律では、国や地方公共団体、

障害者福祉施設従事者等に障がい者虐待防止のための責務を課すとともに、虐待を受けた

と思われる障がいのある人を発見した人に対する通報義務を課すことが定められています。

○障害者優先調達推進法の成立と施行

国や地方公共団体等が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等が供給する物品

等を優先的に購入することに努め、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障

がい者等の自立を促進するため、平成 24 年６月「国等による障害者就労施設等からの物品等

の調達の推進等に関する法律」（障害者優先調達推進法）が成立し、平成25年４月から施行さ

れました。

○障害者雇用促進法の改正

平成25年６月、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、

平成28年４月より施行されます。この法律では、雇用の分野において、障がいのある人に対

して障がいを理由に差別的扱いをすることが禁止されるとともに、合理的配慮の提供をする

ことが規定されています。また、法定雇用率の算定に、精神に障がいのある人を加えること

が明記されています。

○障害者差別解消法の成立と施行

平成25年６月に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解

消法）が成立し、平成28年４月より施行されます。この法律では、国・地方公共団体・民

間事業者に対して、障がいがあるという理由だけで、「不当な差別的扱い」をすることや、

障がいのある人に日々の生活の中で、過度の負担を課さないための「合理的配慮」をしな

いことを禁止しています。

○障害者権利条約の批准

平成18年12月、国連総会において、障がい者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包

括的かつ総合的な国際条約である、「障害者の権利に関する条約」（障害者権利条約）が採択さ

れ、平成20年５月に発効しました。

我が国は平成19年９月に同条約に署名し、国内法の整備を経て、平成26年１月に障害者権

利条約を批准しました。この条約では、障がいに基づくあらゆる差別の禁止や、障がいのある

人が社会に参加し、包容されることを促進することなどを規定しています。



６

○難病の患者に対する医療等に関する法律の平成26年5月の成立と平成27年1月の施行

難病に係る新たな公平かつ安定的な医療費助成の制度の確立するため、医療費助成の対象難

病の患者への医療費の支給や、難病の医療に関する調査及び研究の推進、 療養生活環境整備

事業の実施が定められています。

○子ども・子育て支援新制度の創設

平成 24 年８月に「子ども・子育て関連３法」が成立し、子ども・子育て支援新制度が消費

税率の引上げの時期等を踏まえ、早ければ平成 27 年４月から本格実施される予定となってい

ます。

障がいのある子どもについて、「子ども・子育て支援法」では、「子ども・子育て支援給付そ

の他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援す

るものであって、良質かつ適切なものでなければならない。」と規定されています。
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浦安市社会福祉協議会地域福祉活動計画

浦
安
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
総
合
計
画

浦
安
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

介
護
保
険
事
業
計
画

浦
安
市
障
が
い
者
福
祉
計
画

健
康
う
ら
や
す
２
１

「障害者基本計画」をは

じめとする国の障がい者

関連計画及び法制度

第五次千葉県障害者計画

など県の関連計画

浦安市地域福祉計画

そ
の
他
関
連
分
野
の
計
画

浦安市総合計画
基本構想

基本計画

この計画は、「浦安市総合計画」の部門計画として策定しており、市総合計画との整合性を保

ち、また、国・県の関連計画とも連携を図りつつ、障がい者施策を総合的かつ計画的に推進する

ものとしています。

計画の位置づけ３
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「浦安市障がい者福祉計画」は、長期的な展望に立った障がい者施策の方向づけを行う計画

であることから、計画期間は平成 27 年度（2015 年度）を始期とする６年間ですが、目ま

ぐるしく変化する障がい者関連法制度の動向に的確かつ柔軟に対応していくため、平成２７年

度（2015 年度）から平成 29 年度（2017 年度）までの３か年を計画期間とする前期計画

とし、平成29 年度に見直しを行って、平成30 年度（2018 年度）から平成32 年度（20

２０年度）までの後期計画を策定します。

また、この計画に包含される「第４期障害福祉計画」に相当する部分については、障害者総

合支援法の定めに準じ、平成 27 年度（2015 年度）から平成 29 年度（2017 年度）まで

の３か年計画とします。

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年

障がい者計画

（平成27～29年度）

障がい者計画

（平成24～26年度）

浦安市総合計画＜基本構想＞

（～平成32年度）

障がい者計画

（平成30～32年度）

障がい福祉計画

（平成24～26年度）

障がい福祉計画

（平成27～29年度）

障がい福祉計画

（平成30～32年度）

見
直
し

計画の期間４

見
直
し
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この計画の対象者は、障害者基本法及び障害者総合支援法などをはじめとする以下の関連法

をふまえ、身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいのある人及び障がいのある子ど

もと難病の方を対象とします。

また、「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある」幅広い方を対象

として、可能な限り、必要とするサポートが提供できるように取り組んでいきます。

○障害者基本法

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

１ 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の

障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的

に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

○障害者総合支援法

第４条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条 に規定する身体障

害者、知的障害者福祉法 にいう知的障害者のうち１８歳以上である者及び精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律第五条 に規定する精神障害者（発達障害者支援法 （平成十六

年法律第百六十七号）第２条第２項 に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法 に

いう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。）のうち１８歳以上である者並びに治

療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の

程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって１８歳以上であるものをいう。

２ この法律において「障害児」とは、児童福祉法第４条第２項に規定する障害児をいう。

○児童福祉法

第４条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいう。

２ この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障

害のある児童（発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条第２項に規定する

発達障害児を含む。）をいう。

計画の対象者５
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障
が
い
の
あ
る

人
及
び
家
族

アンケート調査

関係施設・事業所・関係機関等の代表

浦安市自立支援協議会 事務局（障がい事業課）

意見・提言

市民等へのパブリックコメントの実施

参 画

計画案への意見反映

報告・提案

障
が
い
者
団
体
等

参 画

関係各課

（１）計画策定の方法

① 障がい者関連施策の進捗状況の洗い出しと評価

障がい者福祉計画に掲げた施策全般にわたる施策、事業の進捗状況について各関係部署に

よる洗い出しを行い、今後の施策方向性を検討・評価し、新たな計画における方針を定めま

した。

② 障がい福祉に関するアンケート調査の実施・分析

障がいのある人を対象にアンケート調査を実施し、障がいのある人の生活状況やニーズ、

現行の施策・事業に対する評価などについて把握、分析を行いました。

③ 障がい者団体等へのヒアリング調査の実施

上記アンケート結果を補完し、より具体的な問題提起や要望を把握するため、市内の障が

い者団体等を対象にヒアリング調査を実施し、また広く一般市民からパブリックコメントを

募集するなど、新たな計画内容への反映に努めます。

④ 障がい者福祉計画策定委員会における審議

障がい者団体関係者をはじめ、保健・医療・福祉・労働等の各分野の関係者、学識経験者

などからなる「計画策定委員会」を設置し、新たな計画内容に関し、専門的、大局的な観点

から議論を積み重ねました。

団体ヒアリング調査

浦安市障がい者

福祉計画策定委員会

（計画案の協議）

計画策定の方法６
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（１）計画の推進体制

本計画を総合的・実効的に推進していくために、以下のような連携と協働の体制の整備を図

ります。

① 庁内の推進体制の整備

健康福祉部（障がい事業課・障がい福祉課）を中心として、関連部局が連携し、計画を

推進します。

② 人的資源の確保と資質の向上

本計画を推進するうえで不可欠である専門技術者の確保と育成に努めます。特にケース

ワーカー、手話通訳者、要約筆記者、各種機能訓練士・指導員、ホームヘルパーなどの確

保と資質の向上に努めます。

③ 関係機関・市民等との連携の促進

ⅰ）保健・医療・福祉の関係機関との連携

本計画を推進する担い手となる病院、診療所、薬局等の保健・医療機関、市内外の関係

社会福祉施設、市社会福祉協議会、支部社会福祉協議会、障がい者団体、ボランティア団

体、社会福祉法人、ＮＰＯ法人、市民団体、その他社会福祉関係団体等とのより一層の連

携に努めていきます。

ⅱ）民間事業所等との連携

市民全体の力を集めて本計画を推進していくために、民間の一般事業所、マスメディア、

市民団体、自治会等との連携を図り、情報交換・課題の共有・協働の推進に努めます。

ⅲ）近隣市及び県、国との連携

広域的な対応が必要な施策・計画については、近隣市および県と連携を図ってその実現

に努めます。また、県、国に対しては、特に行財政上の措置を、必要に応じて要請してい

きます。

計画の推進・フォロー体制７
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（２）計画のフォロー体制

本計画は、日々現実に生活を営んでいる障がいのある人を主な対象とした計画であり、また、

福祉・教育・保健・医療それぞれの分野の連携と社会情勢の変化や障がいの特性にあわせた配

慮が必要です。

したがって、計画自体をより具体的なものにするため、また、計画の実施がその目的に照ら

して効果的であるかどうか等を検証するために、実施状況等の点検が不可欠の課題となります。

そのため、作成した計画については、進捗を把握するだけではなく、分析・評価の上、課題

等がある場合には、随時、対応していくことになります。

浦安市では、「障がい者計画」、「障がい福祉計画」の双方に「ＰＤＣＡサイクル」を導入し、

市・関係機関・障がいのある人の代表からなる浦安市自立支援協議会と連携を図り、計画の進

捗状況を年に 1 回以上、自立支援協議会で評価・分析するとともに、必要に応じて事業の見直

し等を行います。

「ＰＤＣＡサイクル」は、さまざまな分野で品質改善や業務改善などに広く活用されている

マネジメント手法で、「計画（Plan）」「実行（Do）」「評価（Check）」「見直し（Action）」を

順に実施していくものです。

計画の策定

計画の評価

計画の実行計画の見直し

Plan

DoAction

Check
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計画の基本理念と施策推進の

方向性

第１章
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本市の総合計画（計画終期：平成 32 年度（2020 年度））では、まちづくりの上位目標と

して、「市民一人ひとりが、家庭や地域社会のなかで、ともに助け合い、支え合いながら、健

康で、安心して生きがいを持って暮らせるまち－生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

―」を掲げています。

今日の障がいの概念の広がりへの的確な対応や、平成２８年４月に施行される「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）の目標である「全ての国民が、

障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する

社会の実現」に向け、重点的な取り組みとして、次の 5 項目を重点的な取り組みといたしま

す。

１．自己決定を尊重したサービスの提供

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計に応じて自己決定を行い、自由に

サービスを選択することを基本に考えたサービス等利用計画の充実を推進し、一人ひとりのニ

ーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

また、サービスの質的・量的充実に努め、事業所の連携を強化するとともに、新規事業者が

参入しやすい環境を整備します。

（１）日中活動の場の充実

重度な障がいのある人が安心して利用できるサービスが不足していることや、地域移

行者の受け入れを進めることなどから、民間の事業者へ側面的支援等を行い、日中活動

の場の充実を図ります。

（２）住まいの場の充実

相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能

を持った「地域生活支援拠点」の整備を推進します。あわせて、民間の事業者に対す

る整備費用の補助の拡充等により、地域に密着した小規模グループホームの拡充を図

ります。

２．ライフステージを通じた支援の推進

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、サポートファイルを活用して、

乳幼児期から成人期までのライフステージに対応した支援体制を推進します。

３．就労の促進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労することにより、社会的・経済的に自立できるよ

うに、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体制の充実を推進します。

計画の基本理念と重点的な取り組み１
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４．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者に対し安否確認や避難支援が迅速に行えるよう、福祉避難所と支援体制を整

備するとともに、広く民間の事業所にも協力を求め、官民協働で災害時の支援にあたります。

５．差別の解消と合理的配慮の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し合う共

生社会の構築のため、障がいの有無にかかわらず相互理解が深まるように、差別の解消と合理

的配慮を推進し、障がいのある人の社会参加の機会の拡充を図ります。
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施策の体系２

３．保健・医療の充実

４．子どもへの支援の充実

５．雇用・就労支援の推進

６．生活環境の整備

１．理解と交流の促進

２．福祉・生活支援の充実

７．自立と社会参加の促進

権利擁護施策の充実

余暇活動の促進

自主的活動の促進

安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

移動・交通手段の整備

歩行空間・建築物の整備

就学・進学相談の充実

ライフステージを通じた支援の推進

障がい者雇用の推進

福祉的就労の促進・就労支援体制の充実

施策の方向性 基本施策

日中活動の場の充実

住まいの場の充実

在宅福祉サービスの充実

相談支援体制の充実

虐待の早期発見・防止

差別の解消と合理的配慮の推進

啓発の推進

市民との協働による支援活動の促進

交流機会の拡充

障がいの原因となる疾病等の予防・障がいの早期発見

保健・医療・リハビリテーションの充実

就学前療育・教育の充実

就学後療育・教育の充実

重点

重点

重点

重点

重点
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施策の展開

第２章
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（１）啓発の推進

■現状と課題

自立支援協議会では、平成 24 年度に障がいと障がいのある人への理解を深めるための小冊

子「こころのバリアフリーハンドブック」を作成し、啓発活動を行ってきました。

アンケート調査の結果では、差別や嫌な思いをした経験について、「よくある」（３.７％）、

「時々ある」（1４.６％）となっており、両者を合わせると１８.３％の方が何らかの差別的な

経験をしたことがあると回答しています。平成２２年度の調査結果の２１.５％と比較すると若

干、状況の改善が見受けられるものの、５人にひとりに近い方が未だに差別的な経験をしてい

ます。

今後も､本市のまちづくりの大きな目標のひとつである「人間尊重のまちづくり」を基本に

据え、「こころのバリアフリーハンドブック」等を活用し、市民一人ひとりが、障がいの特性

や障がいのある人への理解と関心を深めるために、啓発活動を積極的に展開していく必要があ

ります。

■取り組みの方向性

①広報紙等による理解の促進

広報紙やパンフレット、「こころのバリアフリーハンドブック」などを通じて、障がいと障

がいのある人への市民の理解と関心を深めます。

②理解と協力の呼びかけ

市内の公共的機関・施設や事業所等に対し、「障害者差別解消法」等の法律の内容などの周

知を図り、障がいと障がいのある人への理解とバリアフリーのまちづくりに対する一層の協力

を求めていきます。

ＣＡＴＶ、タウン誌、民間企業等に障がい者福祉等に関する情報を提供し、啓発活動に対す

る参加と協力を呼びかけます。

③啓発活動の推進

福祉関係の講座の開催や、講師の派遣を行うとともに、障がい者関係団体などと連携し、啓

発活動を推進します。

④職員研修機会の充実

市の職員等に対する研修機会を充実し「インクルージョン」（障がいのあるなしに関わらず、

共に学ぶ機会を保障すること）の理念や合理的配慮への取り組みなど、障がいと障がいのある

人への理解を深めます。

理解と交流の促進１
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■主な事業

事業名
こころのバリアフリー支援事業

障がい者福祉推進事業

担当課 障がい事業課

内容

障がいと障がいのある人への理解と関心を深めるために、啓発用の冊子として

小中高校生を中心に「こころのバリアフリーハンドブック」を配布します。

小中高校生、行政職員、教育関係者、支援者、一般市民等に向けた講演会や啓

発イベントを実施します。

事業名 自立支援協議会・権利擁護部会

担当課 障がい事業課

内容

障がい者の権利を擁護するためのネットワーク作りと啓発活動を行うことを目

的とした「権利擁護部会」で、関係機関の連携を強化し、啓発活動を推進しま

す。

事業名 職員研修

担当課 人事課

内容
新規採用職員研修等で、障がいと障がいのある人への理解を深めるために、福

祉研修（車いす利用体験、障がい当事者の講和等）を行います。

うらやすこころのバリアフリーハンドブック
広報うらやす特集記事の一例
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（２）市民との協働による支援活動の促進

■現状と課題

障がいのある人を支援する団体の活動に対し、側面的な支援を行うとともに、障がい者団

体や支援団体と連携して啓発活動に取り組みました。

また、社会福祉協議会を中心に、ボランティアに関する情報の提供、地域ぐるみ福祉ネッ

トワークの整備、活動の側面的支援などに取り組みました。

障がいのある人が、地域で自立して生活していくためには、公的なサービスの充実ととも

に、地域の人々の協力と支援が欠かせません。

今後も地域で福祉活動を行う人材や団体を発掘、育成、支援するとともに、市と地域の

人々が協働して障がいのある人を支援していくことが必要です。

■取り組みの方向性

①市民による支援活動の支援

障がいのある人を支援する団体が活動の情報を発信できるように支援を行います。

市民活動団体等との協働による講演会やイベント等の開催を推進します。

②地域ぐるみの福祉ネットワークの整備

ボランティアの養成活動への側面的支援を図ります。

ボランティア養成活動を行っている個人や市民活動団体、社会福祉法人、市内の大学、民間

企業など民間の取り組みを発掘し、地域に密着した福祉のネットワークづくりを図り、地域の

福祉力を高めます。

③ボランティア活動の推進

企業や学校等にボランティア活動の内容を周知し、ボランティア体験への参加を呼び掛けま

す。

市職員のボランティア活動への参加促進を図ります。

■主な事業

事業名 市民活動促進事業

担当課 協働推進課

内容
市民活動支援の拠点施設である市民活動センターの運営を行います。

市民活動団体が主体的に行う公益的な事業に対し補助を行います。
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事業名
こころのバリアフリー支援事業

障がい者福祉推進事業

担当課 障がい事業課

内容

市役所の各部署が連携し、関係機関、障がいのある人、障がい者団体、支援団

体等と協力し合いながら、障がいと障がいのある人への理解を深めるため、「ここ

ろのバリアフリーハンドブック」の配布や講演会やイベントなどの啓発活動を行

います。

事業名 事業の後援

担当課 障がい事業課

内容
市民活動団体等が、障がい福祉関係の講演会等の事業や障がいのある人を対象

としたイベントを行う際に、周知広報の協力等、側面的支援を行います。

事業名 ボランティア休暇制度

担当課 人事課

内容
職員のボランティア活動への参加を支援するため、１年に５日の範囲内でボラ

ンティア休暇を付与します。

■関連施策・計画

第２期市民参加推進計画

浦安市社会福祉協議会地域福祉活動計画
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（３）交流機会の拡充

■現状と課題

障がいのある人もない人も、すべての人が、さまざまな分野においてともに助けあい、協

力していけるようなまちづくりのためには、地域との関わりを持ち、地域の一員として地域

住民と障がいのある人の双方が互いの存在を認め合うことが重要となります。

地域における交流として、市民まつりをはじめとする市のイベント等に、障がい者団体が

参加し、地域住民と交流する際の側面的支援を行っています。

また、小・中学校の学習指導要領においては、障がいのある子どもと障がいのない子ども

が活動を共にする機会を積極的に設けるよう示されています。学校における交流及び共同学

習と地域における交流の推進に取り組んできました。学校における交流及び共同学習として

は、特別支援学級設置校を中心に、特別支援学級と通常の学級の児童生徒が一緒に学習する

機会を設けたり、休み時間や給食の時間、行事等において、活動を共に行い、共に学ぶ活動

を行っています。

今後も、地域全体で障がいのある人もない人も、すべての人が、ともに助けあい、協力し

ていけるよう、交流機会の拡充を図ることが重要です。

■取り組みの方向性

①地域との交流の推進

障がい者団体等が市民まつりをはじめとする市のイベント等に参加するための側面的支援を

行います。

地域の団体と学校等が相互に催し物の開催等を通じ、障がいのある子どもを含む児童生徒を

地域全体で見守るような体制を推進します。

②学校での交流及び共同学習の推進

特別支援学級と通常の学級の児童生徒の日常的な交流を基盤にし、個々のニーズに応じて、

教科学習等の交流及び共同学習を推進します。

特別支援学校に在籍する児童生徒が、居住する地域の小・中学校等において交流を図る「居

住地校交流（県の事業）」を実施しています。

特別支援学級と通常の学級担任の交流や、合同研修等を通じて、教職員全体の障がいと障が

いのある子どもに対する理解を促進し、職員全体で障がいのある子どもを支える校内体制の拡

充を図ります。
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■主な事業

事業名 まなびサポート事業

担当課 教育研究センター

内容

特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズを的確に把握し、環境を

整え、より豊かな園・学校生活を実現できるよう、子ども・保護者・学校を支援

します。

事業名 浦安市障がい福祉団体事業費補助金

担当課 障がい事業課

内容 障がい福祉団体が行う事業に要する経費を補助します。
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（１）相談支援体制の充実

■現状と課題

障がいのある人の人数は、増加傾向にあり、また、発達障がいや高次脳機能障がい等様々な

障がいのある人への支援も求められています。平成 25 年４月には障害者総合支援法が施行さ

れ、支援の対象に難病等が加わりました。

また、平成 24 年 4 月よりすべての障害福祉サービスの利用希望者にサービス等利用計画

が必要になりました。アンケート調査では、相談者が「いる」という回答が約８割と、多数を

占めていますが、相談相手は「家族」という回答が7５.２％と、多くの方は何か問題があった

ときには家族と相談して対応している状況が伺えます。

しかし、悩みの内容は「健康・治療のこと」が 5６.３％で半数以上、「経済や生活費のこ

と」（２９.6％）、「仕事や就職のこと」（17.3％）となっており、専門機関や行政機関に相談

することで問題解決の糸口が見つかる可能性が高い部分もあるのではないかと考えられます。

今後も、障がいのある人とその家族、支援者等の多様な対象に対応した相談の充実と、相談

員の専門性の向上を図り、障がいのある人一人ひとりの状況に適切に対応できる相談体制の整

備を継続することが求められています。

■取り組みの方向性

①相談支援体制の充実

ソーシャルワーカー（社会福祉士、精神保健福祉士等）による市職員の相談機能を継続する

とともに、研修等による資質向上を推進します。また、窓口・電話相談のほか、必要に応じて

訪問相談を行います。

「民生委員・児童委員」、「身体障がい者相談員」、「知的障がい者相談員」、「障害のある人な

い人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例に基づく地域相談員」、「基幹相談支援センター」、

「指定特定・障害児相談支援事業所（計画相談支援を行う事業所）」、「障がい者虐待防止セン

ター」、「社会福祉協議会」などさまざまな相談機関の存在や相談・支援活動について周知を図

り、障がいのある人やその家族の利用を促進します。

②本人の意思の尊重

障がいのある人に対する相談においても、本人の自己決定の尊重という考え方に立って、本

人の意思や希望に十分配慮して対応するようにしていきます。

福祉・生活支援の充実２
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③専門的な相談体制の充実と連携の促進

専門性が求められる多様な相談内容や緊急な相談にも応じられるよう、保健・医療、福祉、

療育、教育、就業等、専門分野の連携を図ります。

的確な相談と援助・サービスへのつなぎ機能が円滑に行われるよう、連絡会議・ケース会議

等を通じて関係機関の連携強化を図ります。

障がいのある人や保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供、助言などを行い、あわせて

福祉サービスが必要な方には、サービス利用に繋げる基本相談支援も強化します。そのために、

民間の相談支援事業者に対して補助金の交付による側面的支援を継続するとともに、指定事業

へ参入を勧奨します。

サービス等利用計画の質の向上を目指して、自立支援協議会等で計画の検証にあたります。

「基幹相談支援センター」を中心に指定特定・障害児相談支援事業者の連携を推進します。

自立支援協議会を中心に関係機関の連携を推進します。

④サービス等利用計画作成の質の向上

相談支援事業者への側面的支援を行い、事業者の拡充を図ります。

制度やサービス等利用計画を作成する事業所の周知に努めます。

自立支援協議会等で、サービス等利用計画の評価をすすめていきます。

実務者会議や研修を開催し、相談員の質の向上に努めます。

■主な事業

事業名 基幹相談支援センター事業

担当課 障がい事業課

内容

障がいのある人が地域で生活するためのさまざまな制度やサービスの利用、申

請の援助などを２４時間、３６５日体制で実施しています。

相談員の資質の向上や相談体制の強化を図る地域の中核的な相談支援機関とし

て、研修会や事例検討会などを開催します。

事業名 計画相談支援推進事業補助金

担当課 障がい事業課

内容

計画相談支援及び障がい児相談支援の円滑な実施を促進するため、計画相談支

援等を実施する事業所に対し、サービス等利用計画作成等を担う相談支援専門員

に要する経費の一部を補助します。
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事業名 身体障がい者相談員、知的障がい者相談員

担当課 障がい事業課

内容
障がいのある人やそのご家族に地域の相談員として協力いただき、地域の身近

な相談の窓口として、電話やＦＡＸ等での相談に対応しています。

事業名 自立支援協議会・相談支援部会

担当課 障がい事業課

内容
「障がいのある人が普通に暮らせる地域づくり」を進めるため、相談支援の地

域の実態や課題等の情報を集約し、共有して課題解決に向けて協働します。
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（２）在宅福祉サービスの充実

■現状と課題

障がいのある人やその家族へ情報提供やサービスに関する相談を行って、制度の円滑な実

施に努めるとともに、福祉サービス提供事業者へ参入を呼びかけて地域におけるサービスの

基盤整備を行ってきました。

障がいのある人が、障がいの特性に応じて、必要な福祉サービス等が受けられるようにす

るためには、福祉サービスの担い手の確保と資質の向上が欠かせませんが、サービスの担い

手であるヘルパーは、特に夜間や休日等の時間帯や、医療的ケアや行動援護、重度訪問介護

などの分野で不足しているのが現状です。また、資質の向上のためには、研修の充実が必要

です。

引き続き福祉サービスの充実に努めるとともに、障がいのある人が必要なサービスが受けら

れるよう、制度の周知及び支援者の確保とスキルの向上を推進することが課題です。

■取り組みの方向性

①在宅福祉サービスの充実

今後もニーズを的確に把握し、障がいのある人一人ひとりの日常生活を支えるための在宅福

祉サービスの充実を図ります。

「障がい者等一時ケアセンター」では、短期入所や日中一時支援事業を行うとともに、介護

者の疾病等による緊急預かりを 24 時間 365 日行い、障がいのある人とご家族の地域生活を

支援します。

②利用者の負担軽減

障害福祉サービスの利用者負担について、その経済的負担を緩和するため、国の動向を踏ま

えながら、利用者負担軽減措置を継続します。

③支援の人材の確保

自立支援協議会を中心に支援者の不足している時間帯や分野の人材確保のための取り組みを

検討します。

障がいの種類や程度に応じた適切な支援を行えるよう、研修の充実を図ります。

医療的ケアをおこなうヘルパーの育成について検討します。

④福祉サービス情報の周知と利用の促進

「障がい者福祉ガイドブック」や相談等を利用して周知を行い、福祉サービス利用の促進を

図ります。
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⑤生活安定のための制度の充実

市の手当・助成制度の周知に努めます。

国・県の年金・手当・制度の周知に努めます。

■主な事業

事業名 障がい者在宅介護支援事業

担当課 障がい福祉課

内容 一時介護委託料等助成、住宅改造費用助成、住み替え家賃等助成を行います。

事業名 日常生活支援事業

担当課 障がい福祉課

内容

身体障がい者緊急時支援事業、寝具乾燥消毒事業、紙おむつ給付事業、ストマ

用装具費用助成、出張理髪費用助成、はり・きゅう・マッサージ費用助成、給食

サービス事業等を行います。

事業名 地域生活支援事業

担当課 障がい福祉課

内容
日常生活用具給付事業、移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス

事業等を行います。

事業名 障がい福祉ガイドブック

担当課 障がい福祉課

内容

障がいのある人およびその家族に向けた情報提供の一環として、各法令や条例

等で定められている福祉制度のあらましを冊子にして配布し、ホームページにも

情報を掲載します。

事業名 障がい者福祉サービス利用支援事業

担当課 障がい福祉課

内容 障害福祉サービスの利用に係る利用者負担額の全額または一部を助成します。
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事業名 各種手当の支給

担当課 障がい福祉課

内容
市の手当として、重度障害者手当、障害児手当等の支給を行います。

国の手当として、特別障害者手当、障害児福祉手当等の支給も行います。

事業名 自立支援協議会・地域生活支援部会

担当課 障がい事業課

内容
人材の確保等、地域生活支援の充実を図るため協議するとともに、関係機関の

連携を推進します。

事業名 一時ケアセンター

担当課 障がい事業課

内容

短期入所や日中一時支援事業を行うとともに、介護者の疾病等による緊急預か

りを24時間365日行います。

痰の吸引、経管栄養等の医療的ケアを提供します。
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（３）日中活動の場の充実

■現状と課題

高等学校卒業生等の日中活動の場としては、就労移行支援、就労継続支援、生活介護などの

障害福祉サービスが利用されており、市内の事業所も年々増加していますが、重度な障がいの

ある人やご家族からは、安心して利用出来るサービスが少ないという意見がありました。

そのため、障がい者福祉センターの生活介護の定員を増やしたり、身体障がい者福祉センタ

ーで新たに生活介護と自立訓練を実施するなど、重度な障がいのある人の日中活動の場の拡充

に取り組んできました。

平成 26 年４月に障がい者福祉センターの定員が超過し、生活介護事業所の整備が緊急課題

となったことから、民間の事業者に対する市有地の提供や整備費用補助を創設し、生活介護事

業所の整備を行いました。

また、重度な障がいのある人の日中活動の場を充実するため、就労移行支援、就労継続支援、

生活介護などを運営する民間の事業者が、国の基準を超える人員配置、環境面に配慮した質の

高いサービスを提供できるよう運営費補助を創設しました。

さらには、入所施設や医療機関からの地域移行者の受け入れを進めることなどから、ソーシ

ャルポートセンターに看護師を配置するなど機能強化にも取り組みました。

今後も、日中活動の場を確保するため、計画的な整備が必要です。

■取り組みの方向性

①日中活動の場の充実

「障がい者福祉センター」、「身体障がい者福祉センター」を中心として、質の高いサービス

を提供するとともに、民間事業者への運営費補助も継続し、重度な障がいのある人の日中活動

の場の充実を図ります。

「身体障がい者福祉センター」で、医療的ケアを提供します。

「ソーシャルサポートセンター」、「身体障がい者福祉センター」で、障がいのある人の余暇

活動、生産活動、創作的活動等を提供します。

特定地域活動支援センター経営事業費補助事業により、地域活動支援センターの機能強化を

継続します。

②日中活動の場の整備

高等学校の卒業生等が安心して進路を選択することができるよう、生活介護事業所整備費補

助を継続し、今後の卒業生の人数に応じて計画的に整備していきます。

老朽化している旧福祉作業所等の再整備については、※シビックセンター東野地区整備構想

の中で検討します。

※シビックセンター東野地区…「総合福祉ゾーン」として位置づけられている同地区は、今後も福祉サービスの

機能の集積を図っていくこととしています。
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■主な事業

事業名 障がい者福祉センター事業

担当課 障がい事業課

内容
知的障がいのある人を対象に、生活介護、就労継続支援Ｂ型の事業を行いま

す。

事業名 身体障がい者福祉センター事業

担当課 障がい事業課

内容

身体障がいのある人を対象に、生活介護、自立訓練（機能訓練）及び地域活動

支援センターⅡ型の事業を行います。

痰の吸引、経管栄養等の医療的ケアを提供します。

事業名 ソーシャルサポートセンター事業

担当課 障がい事業課

内容 精神障がいのある人を対象に、地域活動支援センターⅡ型の事業を行います。

事業名 特定地域活動支援センター経営事業費補助金

担当課 障がい事業課

内容

障がいのある人や難病者等を対象に、休日や夜間を含めた生産活動、創作的活

動などを提供するとともに、地域ボランティアの育成や障がいに対する理解促進

を図る地域活動支援センターⅠ型の事業を行います。

事業名 生活介護事業所整備費補助金

担当課 障がい事業課

内容 生活介護事業所の施設を整備する事業者に対し、整備費用の補助を行います。

事業名 重度障がい者支援事業所運営費補助金

担当課 障がい事業課

内容
重度障がいのある人を支援する生活介護、就労継続支援等の事業者に対し、人

員、設備費用等の運営費補助を行います。
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（４）住まいの場の充実

■現状と課題

障がいのある人が地域で暮らしていく上で、住まいの確保は重要であり、これまで、住宅関

係の諸制度の周知・紹介や、グループホーム・入所施設への支援、住宅改修の支援などに取り

組んできました。

アンケート調査結果では、「持ち家」が 64.1％で６割以上を占めており、自宅での居住環

境の向上に資する取り組みが重要と考えられます。

一方、将来の暮らし方で「仲間４～5 人での共同生活」（グループホーム）を希望している

のは、知的障がいのある人が19.2％と最も多くなっています。

障がい者団体等に対するヒアリングでは、「親亡き後」の生活においてグループホームが重

視されており、介護者の高齢化に対応するためにも、グループホームの長期的な整備が必要と

なっています。

これまで民間の事業者に対する整備費用補助の拡充や旧第３教職員住宅の活用などによりグ

ループホームの拡充に取り組んできました。今後も住まいの場の充実を図るため、さらなるグ

ループホームの拡充が必要です。

また、地域生活支援をさらに推進するために、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・

対応、専門性、地域体制づくりの機能を持った地域生活支援拠点を市町村に少なくとも１つ整

備するよう国から示されました。これを受け、本市の実情に応じた「地域生活支援拠点」を整

備することが課題です。

■取り組みの方向性

①地域生活支援拠点の整備

自立支援協議会で具体的な機能を検討し、本市の実情に応じた「地域生活支援拠点」を整備

し、家族との同居、ひとり暮らし、グループホームでの地域生活を支援します。

②グループホームの拡充

整備費用補助を継続し、家庭的な少人数のグループホームの拡充を図ります。

より質の高いサービスが提供できるよう運営費補助、重度障がい者支援事業所運営費補助を

継続し、グループホームの充実を図ります。

障がいのある人が、一時的にグループホームを利用した場合の経費を補助する地域生活体験

事業補助を継続し、地域移行の推進を図ります。

既存の補助事業では対応しきれていない重度の方、行動援護を必要とする方、医療的ケアが

必要な方の住まいについて、また、障がいの特性に配慮したグループホームのあり方について

自立支援協議会を中心に検討します。
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③住宅関係支援の充実

身体に障がいのある人に対し、住宅改修費用の助成を行い、日常生活の利便性を図ります。

市営住宅については、障がいのある人の世帯などは特枠世帯として、抽選の際に抽選番号を

多く割り振ることや、空き室状況に応じて特枠世帯のみを募集区分にするなど配慮します。

民間賃貸住宅の契約にあたり、障がいのある人の世帯と賃貸人の双方の不安を解消するため

の仕組みを構築します。

転居・入居時及び既存住宅の改善への支援を行うとともに、民間活力を活用した優良な賃貸

住宅の供給や、公的賃貸住宅の供給について検討していきます。

④入所施設の支援

市川市、松戸市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市の５市が広域行政の見地から設立した社会福

祉法人南台五光福祉協会の運営する「もくせい園」（鎌ヶ谷市）、「やまぶき園」（市川市）の運

営の充実を図るための支援を継続します。

■主な事業

事業名 障がい者グループホーム運営費補助金

担当課 障がい事業課

内容

グループホームを運営する事業者に対し、運営費の補助を行います。また、一

時的な利用者の受け入れに対しては、地域生活体験事業として運営費を補助しま

す。

事業名 重度障がい者支援事業所運営費補助金

担当課 障がい事業課

内容
重度障がいのある人を支援するグループホーム等の事業者に対して、人員、設

備費用等の運営費補助を行います。

事業名 障がい者グループホーム整備事業補助金

担当課 障がい事業課

内容 グループホームの整備費用等に対して補助を行います。
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事業名 南台五光福祉協会

担当課 障がい事業課

内容

市川市、松戸市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市の５市が広域行政の見地から設

立した社会福祉法人南台五光福祉協会の運営する「もくせい園」、「やまぶき園」

の運営を支援します。

事業名 グループホーム等入居者家賃助成

担当課 障がい福祉課

内容 グループホームの家賃の一部を助成します。

事業名 障がい者在宅介護支援事業（住宅改造費用助成）

担当課 障がい福祉課

内容
身体に障がいのある人に対し、居住する住宅の改造に要する費用の一部又は全

部を助成することにより、日常生活の利便を図ります。

事業名 障がい者在宅介護支援事業（住み替え家賃等助成）

担当課 障がい福祉課

内容

民間の賃貸住宅に居住している身体に障がいのある人、知的障がいのある人を

含む世帯が、取壊しなどの理由により立ち退きを求められた場合に、市内の他の

民間の賃貸住宅に転居した場合に要する経費の一部を助成します。

事業名 自立支援協議会・地域生活支援部会

担当課 障がい事業課

内容
住まいに関する支援の充実を図るため協議するとともに、関係機関の連携を推

進します。
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（１）障がいの原因となる疾病等の予防・障がいの早期発見

■現状と課題

平成26年1月現在で、身体障害者手帳を持つ人の6割が６５歳以上と、本市も高齢化にとも

ない加齢や疾病等が原因で障害者手帳を取得する人が増えています。

生涯を通じて、障がいの原因となる疾病等を早期に発見し、適切な保健・医療サービスが受

けられる環境づくりを進めるとともに、障がいの原因となる疾病等の予防を行うことは重要で

す。

そのために、妊婦健康診査、乳幼児健康診査及び各種健（検）診等の未受診者を解消するこ

とや、生活習慣病等を予防するための健康教育、各種健（検）診等の充実を図り、市川健康福

祉センター（保健所）や医療機関、福祉機関等と密接な連携を図る必要があります。

■取り組みの方向性

①障がいの原因となる疾病等の早期発見体制の充実

低体重等での出生を少なくするために、ハイリスク妊産婦保健指導・訪問指導等の充実を図

り、医療機関や市川健康福祉センター（保健所）との連携を図ります。

未熟児訪問指導等を行い、出生早期から積極的な関わりを行います。

乳幼児健康診査の充実を図り、市川健康福祉センター（保健所）と低体重出生児、慢性疾患

のある乳児に対する相談・指導について連携を図ります。

各種健（検）診等の未受診者を解消し、障がいの原因となる疾病等の早期発見に努めます。

②障がいの早期対応の促進

乳幼児健康診査でことばや情緒面の発達の遅れが発見された子どもに対し、子育て相談や

「のびのびクラス」（１歳６か月児健診等事後指導教室）で発達をうながすための支援を行い、

特に早期療育が必要な子どもについては、こども発達センター等の療育機関につなげていくよ

う努めます。

③障がいの原因となる疾病等の予防の促進

生活習慣病等を予防するために、健康教育、健康診査、健康相談、訪問指導等の充実を図り

ます。特に健診事後指導に力を入れていき、障がいの原因となる疾病等の予防に努めます。

各種健（検）診の受診率向上のため、各種機会をとらえて受診勧奨に努めます。

保健・医療の充実３
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■主な事業

事業名 妊婦健康診査

担当課 健康増進課

内容
健診費用の助成を行い、母体や胎児の健康確保を図り、低体重出生等の予防を

図ります。

事業名 乳幼児健康診査

担当課 健康増進課

内容
乳児健康診査・１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査において、発達に心配

のある児を早期発見し、適切な機関との連携を行います。

事業名 未熟児養育医療

担当課 健康増進課

内容
入院を必要とする身体が未熟なまま生まれた乳児が、指定医療機関において入

院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を給付します。

事業名 各種健（検）診

担当課 健康増進課

内容
市国保特定健診、各種がん検診、肝炎ウィルス検診等において、障がいの原因

となる疾病等を早期発見します。

■関連施策・計画

健康うらやす２１
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（２）保健・医療・リハビリテーションの充実

■現状と課題

アンケート調査結果では、障がいのある人が暮らしやすくなるために必要なこととして、

「保健・医療サービスの充実」が 35.7％と最も多く挙げられており、保健・医療の充実は障

がいのある人の生活にとって重要な要素となっています。

障がいのある人が地域で生活するためには、身近なところに安心して受診できる医療機関が

あり、そこで適切な医療を受けられることが必要です。

また、近年医療の高度化に伴い、地域で生活する重度の障がいのある人が増えてきており、

在宅で生活する医療的ケアが必要な障がいのある人についても、家族の介護負担を軽減するた

めの支援が必要となっています。また、通所による日中活動支援への期待も大きくなっていま

す。

身体障がい者福祉センターでは、自立訓練（機能訓練）事業を新たに行い、理学療法士等の

専門職員による身体機能の維持・回復・向上を図るための支援を行いました。

また、身体障がい者福祉センター及び障がい者等一時ケアセンターにおいて、痰の吸引、経

管栄養等の医療的ケアが必要な障がいのある人に医療的ケアを提供しました。

今後も、障がいのある人が暮らしやすくなるために、保健・医療・リハビリテーションの充

実を図ることが必要です。

■取り組みの方向性

①在宅サービスの充実

保健師、看護師、歯科衛生士による訪問指導等の保健事業について、地域の特性に応じた地

区活動の充実を図ります。

医療・福祉・介護等関係者との連携を強化し、医療的ケアを必要とする人を含めた在宅療養

支援体制の充実を図ります。

②保健・医療・福祉の連携体制の構築

医療機関と連携を図り、障がいのある人が安心して受診できる体制について検討します。

市川・浦安地域精神保健福祉連絡協議会において、関係機関との連携を図ります。

難病疾患者が家庭で安心して療養生活を送れるようにするための支援策として、医療機関や

市川健康福祉センター（保健所）、県等の関係機関と連携を取りながら相談支援体制の確立を

図ります。

精神障がいのある人の入院医療体制等について、県への働きかけなどを行います。
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③受診機会の拡充

社会参加等促進事業やコミュニケーション手段などの充実等を図り、受診機会の拡充に努め

ます

移動支援では、病院や診療所内での移動や医療機関から他の医療機関への移動なども支援し

ます。

④医療費の助成

医療費助成制度を継続し、障がいのある人の経済的負担の軽減を図ります。

重度障がい者医療費助成については、千葉県の制度が、申請手続き等の利便性の向上の観点

から平成27年８月より現物給付に切り替わります。

各種医療費助成制度を周知し、その利用を促進します。

⑤医療的ケア実施機関の拡充

補助事業により事業者の側面的支援を行い、痰の吸引や経管栄養等を必要とする障がいの

ある人の通所先の確保を促進します。

「身体障がい者福祉センター」及び「障がい者等一時ケアセンター」で、医療的ケアを提供

します。

市立小中学校、保育所、幼稚園、認定こども園及び児童育成クラブにおける医療的ケアの検

討委員会を設置し、医療的ケアを常時必要とする在宅の障がいのある子どもを受け入れる体制

を整えます。

⑥リハビリテーションの拡充

「身体障がい者福祉センター」の自立訓練事業（機能訓練）、地域活動支援センター事業の

機能訓練では、理学療法士等の専門職員による身体機能の維持・回復・向上を図るための支援

を行います。

■主な事業

事業名 在宅ケアサービス推進事業

担当課 健康増進課

内容

在宅療養者が安心して生活できるよう、保健・医療・福祉の連携を図り、在宅

ケアサービスを推進する。また、通院が困難な方に対し、在宅歯科訪問診療等の

口腔機能向上事業を行います。
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事業名 社会参加等促進事業

担当課 障がい福祉課

内容
福祉タクシー利用料金助成、バス・鉄道共通ＩＣカード利用助成、自動車燃料

費助成等を行います。

事業名 移動支援事業

担当課 障がい福祉課

内容
障がいのある人の外出を支援かつ促進するため、ヘルパーによる移動（外出）

の支援を行います。

事業名 意思疎通支援事業

担当課 障がい福祉課

内容 手話通訳者の派遣や入院時のコミュニケーションの支援を行います。

事業名 医療費助成事業

担当課 障がい福祉課

内容

重度障がい者医療費、精神障がい者入院費、自立支援医療（精神通院・更生医

療・育成医療）の助成を行い、特定疾患医療費助成や小児慢性特定疾患医療費助

成（保健所事業）の周知を行います。

事業名 自立支援医療（精神通院医療）

担当課 障がい福祉課

内容
精神疾患により継続した通院医療が必要であることが認められた場合、その治

療についての医療費を助成します。

事業名 自立支援医療（更生医療）

担当課 障がい福祉課

内容
18 歳以上の身体障害者手帳を持つ人が、障がいの程度を軽くしたり、取り除

いたり、障がいの進行を防いだりする医療を受ける際の医療費を助成します。
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事業名 自立支援医療（育成医療）

担当課 障がい福祉課

内容
身体に障がいのある 18 歳未満の児童が、手術などの治療をすることにより機

能を回復しうる場合の医療費の助成や補装具の支給を行います。

事業名 重度障がい児等通所事業所特別支援事業補助金

担当課 障がい事業課

内容
児童発達支援事業、放課後等デイサービス、日中一時支援を行う事業所に医療

的ケアに要する経費の一部を助成します。

事業名 難病疾患者見舞金

担当課 障がい福祉課

内容

「千葉県特定疾患治療研究事業実施要綱」及び「千葉県小児慢性特定疾患治療

研究事業実施要綱」に指定された疾患による入院・通院に対し見舞金を支給しま

す。

事業名 身体障がい者福祉センター

担当課 障がい事業課

内容

自立訓練事業（機能訓練）、地域活動支援センター事業の機能訓練では、理学療

法士等の専門職員による身体機能の維持・回復・向上を図るための支援を行いま

す。

痰の吸引、経管栄養等の医療的ケアを提供します。

事業名 一時ケアセンター

担当課 障がい事業課

内容

短期入所、日中一時支援事業を行うとともに、介護者の疾病等による緊急預か

りを行います。

痰の吸引、経管栄養等の医療的ケアを提供します。

■関連施策・計画

健康うらやす２１
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（１）就学前療育・教育の充実

■現状と課題

生まれながらにして、あるいは幼い時から障がいのある子どもにとっては、その障がいの影

響を小さくしたり、その子の発達を促し能力を育てたりするために、できるだけ早期から周囲

の理解を得ながら適切な療育や教育を受けることが重要です。

そのため、本市では、就学前の子どもについては早期から療育を受けられるように、こども

発達センターおよび健康増進課での意見書の発行をもって、障害児通所支援の支給決定を行っ

ています。

また、保育所や幼稚園においては、必要に応じて補助教員等を配置し、障がいのある子ども

を受け入れています。

今後は、児童発達支援センターとしての機能を持ったこども発達センターを中心に、関係機

関等との連携を図り、早い時期からの療育及び教育体制の充実に取り組むことが必要です。

■取り組みの方向性

①療育支援体制の充実

こども発達センターが児童発達支援センターの指定を受けたことで、中核的な療育支援の施

設として、地域全体への療育支援機能を強化・拡充します。

こども発達センターでは、児童発達支援事業者等と連携し、地域の療育支援体制の充実を図

ります。また、痰の吸引、経管栄養等の医療的ケアを常時必要とする在宅の障がいのある子ど

もが母子分離の集団療育を受けられるようにするために、看護師による医療的ケアを実施して

います。

②連携体制の強化

障がいのある子どもへの支援の充実を図るための協議を行う「自立支援協議会 こども部

会」をはじめ、福祉担当課、こども発達センター、教育委員会、当事者団体、障害児相談支援

事業者、障害児通所支援事業所等の関係機関による連携の強化を図ります。

各機関での支援計画の作成を推進し、「サポートファイル」を活用しながら、就学前療育

（教育）から就学後療育（教育）へのスムーズな移行や親と子どもの支援体制の充実など、療

育及び教育体制の充実を推進します。

子どもへの支援の充実４
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③保育所、幼稚園における支援体制の整備

保育所、幼稚園においては、必要に応じて補助教員等を配置し、障がいのある子どもの受け

入れ体制の充実を図ります。

市立保育所、幼稚園、認定こども園における医療的ケアの検討委員会を設置し、医療的ケア

を常時必要とする在宅の障がいのある子どもを受け入れる体制を整えます。

障がいのある子どものニーズに応じて、保育所、幼稚園のスロープやトイレ、エレベーター

等の設備や生活環境を整えるための備品等の整備を進めます。

■主な事業

事業名 こども発達センター（外来部門・通園部門）

担当課 こども発達センター

内容

発達に心配のある子どもとその保護者を支援するため、発達段階に応じてグル

ープや個別での専門的な相談・療育を行うと共に、児童発達支援センターとして

保育所等訪問支援等、地域に対する支援事業を行います。

事業名 障がい者福祉推進事業

担当課 障がい事業課

内容
サポートファイルの作成・配布、発達支援セミナーの開催等をはじめとする各

種事業を行い、障がい者福祉の知識の普及・啓発を図ります。

事業名 療育費用の助成

担当課 障がい福祉課

内容 療育事業に参加したときの参加費用を助成します。

事業名 まなびサポート事業

担当課 教育研究センター

内容

特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズを的確に把握し、環境を

整え、より豊かな園・学校生活を実現できるよう、子ども・保護者・学校を支援

します。
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事業名 自立支援協議会・こども部会

担当課 障がい事業課

内容
子どもへの支援の充実を図るため、協議するとともに、関係機関の連携を推進

します。

■関連施策・計画

浦安市子ども・子育て支援総合計画
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（２）就学後療育・教育の充実

■現状と課題

障がいのある子どもに対する教育については、自立や社会参加に向けて、一人ひとりの教育

的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難さを改善又は、克服するため、

適切な指導及び必要な支援を行うことが必要です。

国の障害者基本計画においては、「インクルーシブ教育システムの構築」のための特別支援

教育の推進が基本的方向として掲げられています。特別な教育的支援を必要とする子どもが、

授業がわかる、参加している、達成感があると感じることが大切です。そのために、生きる力

を身につけていける授業を行い、多様で柔軟な仕組みを整えることが重要です。

特別支援教育は、特別支援学校や特別支援学級で学ぶ子どもだけでなく、通常の学級で学ぶ

子どもも対象になります。本市では、これまでも補助教員を配置し、障がいのある子ども一人

ひとりの教育的ニーズに応じた支援を行ってきました。

今後も、特別支援学級や通常の学級の担任、通級指導教室の担当者、補助教員など、教職員

全体が、障がいのある子ども及び特別支援教育に対する理解を深め、障がい等の状態に配慮し

た教育を推進し、支援体制の充実を図る必要があります。

■取り組みの方向性

①特別支援教育の充実

本人及び保護者の希望を尊重した上で、「個別の教育支援計画」、「個別の指導計画」の作成

及び活用が進むよう、啓発活動に取り組み、かつ個々の事例に対する指導・助言に努めます。

通常の学級及び特別支援学級において、特別な教育的支援を必要とする子ども一人ひとりの

教育的ニーズに応じたきめの細かい教育や指導ができるよう、教育委員会、福祉関係機関等に

おいても特別支援教育の基本的な考え方の理解と連携を図ります。

市立小中学校及び児童育成クラブにおける医療的ケアの検討委員会を設置し、医療的ケアを

常時必要とする在宅の障がいのある子どもを受け入れる体制を整えます。特別な教育的支援を

必要とする子どもの学習に効果のある指導方法や教材の開発に努め、活用を促進します。

②教職員の資質・力量の向上

研修会等を通じ、特別支援学級や通常の学級の担任、及び通級指導教室担当教員、補助教員

等の資質・力量の向上を図ります。

各障がいに対する理解を深め、特別支援教育を学校全体で推進するよう、教職員研修を実

施します。

③通級指導教室の充実

「言語の通級指導教室（こどばの教室）」、「ＬＤ・ＡＤＨＤ等の通級指導教室」の周知を図

るとともに、指導の質の向上に努め、効果的な指導が行えるよう努めます。
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④教材教具の充実

保護者や関係機関と連携をとりながら、障がいのある子どもの教育的ニーズに応じた教材の

種類・内容・質についての充実を図ります。

⑤学校設備・備品の整備

児童生徒の教育的ニーズに応じて、スロープやトイレ、エレベーター等の設備や学習環境を

整えるための備品等の整備を進めます。

⑥特別支援学校の通学支援

本市の学区である市川特別支援学校高等部への自力通学が困難な生徒を支援するため、県に

対し、市内への分校・分教室の設置及びスクールバス運行の拡充を働きかけるとともに、県が

事業を実施するまでの間、通学支援事業を実施します。

⑦インクルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育の推進

インクルーシブ教育システム構築に向け、ユニバーサルデザインの視点に立ち、誰にとって

も、安心して生活できる環境づくりに努めます。

特別な教育的支援を必要とする子どもをはじめ、すべての子どもが、授業がわかる、参加し

ている、達成感があると感じ、生きる力を身につけていける授業を行えるよう、教職員の指導

力の向上を図ります。

⑧放課後や長期休業中の支援の充実

放課後等デイサービス、青少年サポート事業、日中一時支援など、放課後や夏休み等の長期

休業中に、生活能力向上のための訓練を受ける機会の拡充や、放課後等の居場所づくりを推進

します。

児童育成クラブにおいて、必要に応じて支援員等を配置し、障がいのある子どもの受け入れ

体制の充実を図ります。

■主な事業

事業名 まなびサポート事業

担当課 教育研究センター

内容

特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズを的確に把握し、環境を

整え、より豊かな園・学校生活を実現できるよう、子ども・保護者・学校を支援

します。
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事業名 教職員研修

担当課 指導課

内容
研修にて通常学級、特別支援学級及び通級指導教室担当教員、補助教員の資

質・力量の向上を図ります。

事業名 特別支援学校通学支援事業

担当課 障がい事業課

内容
市川特別支援学校高等部に通う自力通学が困難な生徒に対して、送迎バスを運

行し下校の支援を行います。

事業名 インクルーシブ教育システム構築モデル事業

担当課 指導課

内容
文部科学省の委託を受けた合理的配慮の実践研究を通し、特別支援教育のさら

なる充実を図ります。

事業名 青少年サポート事業

担当課 障がい事業課

内容
小学生から概ね 25 歳までの発達障がいのある人と発達障がいの疑いある人

に、専門性の高い相談や療育支援を行います。

事業名 療育費用の助成

担当課 障がい福祉課

内容 療育事業に参加したときの参加費用を助成します。

■関連施策・計画

教育プラン
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（３）就学・進学相談の充実

■現状と課題

平成 25 年９月の学校教育法施行令の施行により、従来の就学先決定の仕組みから、本人と

保護者の意見を尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行うことを原則として

就学先を決定する仕組みに改められました。

本市では、これまでも教育研究センターまなびサポートにおいて、特別な教育的支援を必要

とする子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた相談を受けてきました。

今後も、特別な教育的支援を必要とする子どもの持てる力を最大限に伸ばすことができるよ

うに学習環境を整え、また、子どもや保護者がよりよい学校を選択できるように必要な情報を

提供することが重要です。

そして、本人や保護者の希望を尊重した就学相談に努め、就学後も継続した丁寧な相談を実

施していくことが必要です。

■取り組みの方向性

①就学相談体制の充実

特別な教育的支援を必要とする子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、本人及び保護者

の希望等を尊重しながら、子どもにとってより良い進路選択ができるよう、就学相談に努めま

す。

子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援が行えるよう、教育と福祉、医療等の関係機

関の連携を図ります。

②進路選択の充実

小学校・中学校の修了時には、児童生徒の教育的ニーズを把握し、本人・保護者の希望を

尊重しながら合意形成を図り、より良い進路選択ができるよう努めます。就学説明・相談会

や学校見学などを実施し、進路選択の機会の充実を図ります。

児童・生徒の進路先の学校及び福祉関係機関等と情報交換や連携を行い、進学後の障がい

のある子どもの状況把握に努めます。
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■主な事業

事業名 まなびサポート事業

担当課 教育研究センター

内容

特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズを的確に把握し、環境を

整え、より豊かな園・学校生活を実現できるよう、子ども・保護者・学校を支援

します。

■関連施策・計画

教育プラン
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（４）ライフステージを通じた支援の推進

■現状と課題

障がいのある子どもへの支援が適切に行われるためには、学校と障害児通所支援事業所等が

緊密な連携を図るとともに、園・学校等で作成する個別の教育支援計画及び個別の指導計画と

障害児相談支援事業所で作成する障害児支援利用計画及び障害児通所支援事業所等で作成する

個別の支援計画が、個人情報に留意しつつ連携していくことが望ましいとされています。その

ためには、関連機関での連携を図り、乳幼時期から成人期までのライフステージを通じた途切

れのない支援体制を周知・充実していく必要があります。

そのため、「自立支援協議会 こども部会」でライフステージを通じた支援ツールである

「サポートファイル」の周知・活用方法について検討し、平成 26 年度より障害児相談支援事

業所等からも必要とする人へ配布していくことにしました。

また、平成 26 年 10 月より「青少年サポート事業」を開始し、発達障がいのある人や発達

障がいの疑いのある人の、途切れのない支援の充実を図りました。

今後も、ライフステージを通じた途切れのない支援体制を推進していきます。

■取り組みの方向性

①ライフステージを通じた支援の推進

「自立支援協議会 こども部会」にて、障がいのある子どもへの支援の充実について協議を

行い、ライフステージを通じた途切れのない支援の推進を図ります。

また、児童発達支援センターとしての機能を持ったこども発達センターを中心に、福祉担当

課、教育委員会、当事者団体、障害児通所支援事業所など、関係者による連携の強化を図りま

す。

②サポートファイルの活用の推進

園・学校をはじめ、障害児相談支援事業所や障害児通所支援事業所等で作成されるそれぞれ

の個別の教育支援計画や個別の支援計画等が連携するために、障がいの特性や特徴、支援内容

を記録し、支援者が情報を共用するための「サポートファイル」を周知・活用することにより、

乳幼児期から成人期までのライフステージを通じた途切れのない一貫性のある支援に努めます。
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■主な事業

事業名 自立支援協議会・こども部会

担当課 障がい事業課

内容
子どもへの支援の充実を図るため、協議するとともに、関係機関の連携を推進

します。

事業名 障がい者福祉推進事業

担当課 障がい事業課

内容
サポートファイルの作成・配布や、発達セミナー等の開催をはじめとする各種

事業を行い、障がい者福祉の知識の普及・啓発を図ります。

事業名 青少年サポート事業

担当課 障がい事業課

内容
小学生から概ね 25 歳までの発達障がいのある人と発達障がいの疑いある人

に、専門性の高い相談や療育支援を行います。

■関連施策・計画

教育プラン、浦安市子ども・子育て支援総合計画
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（１）障がい者雇用の推進と就労支援体制の充実

■現状と課題

障がいのある人が自分らしく働くことは、社会的・経済的に自立するための重要な条件で

す。そのためには、障がいのある人の希望と適性に応じた多様な職種や就労形態を提供し、

雇用の拡大を図ることが重要です。

アンケート調査結果でも、働くために必要なこととして、「障がいに合った仕事であるこ

と」が 3１.１％、「周囲が障がいに対して理解があること」が 27.3％と多く挙げられており、

環境を整えることの必要性が指摘されています。

障がい者就労支援センターでは、福祉的就労から一般就労への移行、市内外の企業や事業

所への就職、定着支援、また、就労が困難となった場合の再訓練や離職者支援など複合施設

であるワークステーションの機能を生かし、就労支援に取り組んできました。

また、市及び関連機関での雇用促進の他、民間企業での雇用促進のため、奨励金制度の利

用促進、障がい者雇用の啓発など、障がいのある人が働く環境の整備にも取り組んできまし

た。

今後も、雇用の拡大は必要であることから、雇用の促進と支援体制の充実が求められてい

ます。

■取り組みの方向性

①市及び関連機関での雇用の促進

市及び市の関連機関が率先して障がいのある人の雇用の拡大を図ります。

新規の公共施設については、障がいのある人の雇用に配慮したものとするよう努めます。

②民間事業者での雇用の促進

ハローワークなどの関係機関と連携を図り、民間事業所に対する障がい者雇用について啓発

に努めます。

職場実習奨励金、雇用奨励金の制度を周知、利用を促進し、障がいのある人の雇用の拡大に

努めます。

③就労支援体制の充実と関係機関の連携

障がい者就労支援センターでは、ワークステーションの機能を生かし、ひとりひとりの希望

に沿った仕事や働き方ができるよう支援していきます。

ワークステーションの事業所、特例子会社と連携して、障がい者雇用の理解を呼びかけ、障

がいのある人が一般就労に繋がる懸け橋としての役割を積極的に担います。

雇用・就労支援の推進５
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■主な事業

事業名 就労支援センター事業

担当課 障がい事業課

内容
障がいのある人が就労の場や機会を得られるよう、就労相談、就労訓練、ジョ

ブコーチ支援、就職活動支援、職場開拓、定着支援、離職者支援等を行います。

事業名 ワークステーション事業（市役所内）

担当課 障がい事業課

内容
市役所内にワークステーションを設置し、障がいのある人を非常勤として雇用

し、就労の場を提供します。

事業名 雇用促進奨励金

担当課 商工観光課

内容
雇用機会の拡大並びに福祉の増進を図るため、市内に居住する高齢者及び障が

いのある人を雇用する事業主に対し、雇用促進奨励金を交付します。

事業名 障がい者職場実習奨励金

担当課 商工観光課

内容
雇用機会の拡大を図るため、市内に居住する障がいのある人を職場実習に受け

入れた事業主に対し、職場実習奨励金を交付します。

事業名 自立支援協議会・地域生活支援部会

担当課 障がい事業課

内容
就労に関する支援の充実を図るため協議するとともに、関係機関の連携を推進

します。
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（２）福祉的就労の促進

■現状と課題

福祉的就労は、一般就労へ移行するための場として重要であるとともに、多様な働き方を実

現し、障がいある人の日中活動の場を担う点でも重要なものです。

平成 25 年４月に障害者優先調達推進法が施行されたことに伴い、「浦安市障がい者就労施

設等からの物品等調達推進方針」を策定しました。方針に基づき就労施設等の受注・販売の拡

大を推進するため、市内の事業所の製造品等をＰＲする「うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫ」

を活用し啓発を行うとともに、販売のための場の確保など就労促進のための取り組みを行いま

した。

今後も、福祉的就労の場の充実を図るとともに、工賃向上のための取り組みを充実すること

が必要です。

■取り組みの方向性

①福祉的就労の場の充実

市の公共施設内にある喫茶店や食堂を障がいのある人が働ける場として提供し、福祉的就労

の場の確保に努めます。

重度障がい者支援事業所運営費補助を継続し、重度な障がいのある人の福祉的就労の場の充

実に努めます。

②就労施設等の受注・販売の拡大

「浦安市障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針」に基づき、市及び関係機関からの

発注の促進に努めます。

「福祉フェア」等、定期的な販売の機会や販路の拡大を図り、引き続き工賃向上に取り組み

ます。

■主な事業

事業名 障がい者福祉センター事業

担当課 障がい事業課

内容
知的障がいのある人を対象に、生活介護、就労継続支援Ｂ型の事業を行いま

す。
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事業名 身体障がい者福祉センター事業

担当課 障がい事業課

内容
身体障がいのある人を対象に、生活介護、自立訓練（機能訓練）及び地域活動

支援センターⅡ型の事業を行います。

事業名 ソーシャルサポートセンター事業

担当課 障がい事業課

内容 精神障がいのある人を対象に、地域活動支援センターⅡ型の事業を行います。

事業名 特定地域活動支援センター経営事業費補助金

担当課 障がい事業課

内容

障がいのある人や難病者等を対象に、生産活動や創作的活動などを提供すると

ともに、地域ボランティアの育成や障がいに対する理解促進を図る地域活動支援

センターⅠ型の事業を行います。

事業名 重度障がい者支援事業所運営費補助金

担当課 障がい事業課

内容
重度障がいのある人を支援する生活介護、就労継続支援等の事業者に対して、

人員、設備費用等の運営費補助を行います。

事業名 知的障がい者職親委託事業

担当課 障がい福祉課

内容
知的障がいのある人に対して、一定期間職親が生活指導及び技能習得訓練等を

行い、雇用の促進と職場定着性を高めます。

事業名 うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫ

担当課 障がい事業課

内容
就労施設等の受注・販売を拡大するため、製品や受注業務のカタログを作成

し、配布します。
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障がい者就労支援施設等の製品・受注業務のカタログ「うらやす市ハンドメイドＢＯＯＫ」
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（１）歩道空間・建築物の整備

■現状と課題

障がいのある人が社会のあらゆる分野に参加するために、さまざまなバリアを取り除いて

いくことが求められています。

市では、まちづくりの指針となる「都市計画マスタープラン」の基本理念の一つに「人間

尊重のまちづくり」を掲げています。

震災からの復旧、景観保護やその他の問題もあり、都市整備は短期的に実現できるもので

はありませんが、計画的に整備を行ってきました。

また、新庁舎の建設にあたっては、障がい者団体の方などとの意見交換会を実施し、ユニ

バーサルデザインに配慮した庁舎の設計に努めました。

本市では古くから続く旧市街と比較的新しくできた市街とがあります。旧市街では、計画

的なまちづくりが行われる以前からの街並みがあり、ユニバーサルデザインの点からは、細

い路地、道の段差などが課題となっています。

■取り組みの方向性

①「足もとからの都市づくり」の推進

道路、公園、公共的施設及びその周辺等の都市空間の環境を点検し、高齢者、障がいのある

人を含めた「市民にとってやさしいまち」をめざしての環境改善を図ります。

②道路環境・交通安全施設の整備

歩行空間の安全性や快適性の向上を図るため、道路環境の改善に取り組みます。

国道、県道、市道の切り下げ部の是正及び電柱の移設等について働きかけます。

自転車駐車場の整備、放置自転車対策に努めるとともに、自転車利用のルール周知など交通

安全教育の充実に努めます。

音響信号等の設置について、必要に応じて公安委員会に要望します。

③公共施設等の整備

公共施設の新築や改修の際はユニバーサルデザインに配慮します。

公園の入り口の段差解消、車止め問題の解決、障がい者用トイレの設置等の整備に努めます。

国や県の施設のバリアフリー対応を働きかけていきます。

生活環境の整備６
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■主な事業

事業名 庁舎等建設事業

担当課 庁舎等建設準備課

内容
障がいのある人が円滑に行政手続きなどが行えるよう、ユニバーサルデザイン

に基づく庁舎として整備していきます。

事業名 道路等復旧事業

担当課 道路整備課

内容 災害復旧とあわせて、誘導ブロックの復旧や道路の整備を行います。

事業名 当代島旧県道整備事業

担当課 道路整備課

内容

側溝を暗渠化（地中に埋めるなど）し、段差の解消を推進します。

歩道と車道の区別がつきやすいように、歩道のカラー舗装を推進します。ま

た、色弱の方などにも配慮した色で舗装します。

■関連施策・計画

高齢者保健福祉計画
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（２）移動・交通手段の整備

■現状と課題

アンケート調査結果では、主な交通手段は「徒歩」（59.5％）についで、「バス」

（42.6％）、「電車」（42.3％）の利用が多く、バスや電車の利便性と安全性の向上は障がい

のある人の日常生活において重要な要素です。

障がいのある人にとって、利用しやすい移動・交通手段の確保は欠かせないものであり、特

に視覚に障がいのある人や肢体不自由の身体障がいのある人にとっては、切実な課題となりま

す。

そのため、市では、おさんぽバスの総合福祉センターバス停留所にバスが停車していること

を知らせる音声装置を設置したり、ＪＲ京葉線新浦安駅・舞浜駅へのホームドアの設置を要望

するなど、視覚に障がいのある人等の安全の向上に努めました。

今後も引き続き、公共交通機関の福祉対応の促進に取り組んでいく必要があります。

■取り組みの方向性

①移動手段及びサービスの充実

路線バスやタクシーの利用や自家用車等への支援、車両の貸し出しや移動支援等の外出支援

サービスの充実により、外出を促進します。

ノンステップバスを使用した「おさんぽバス」の運行により外出を支援します。

②交通機関の福祉的対応の促進

鉄道駅、バス停留所等のバリアフリー化やバス停留所の障がい者対応の点字案内板、音声発

生装置等の整備を事業者に働きかけます。

鉄道利用者のホームでの安全性を確保するため、引き続きＪＲ京葉線新浦安駅・舞浜駅への

ホームドアの設置を要望します。

通院や買い物などの日常生活の利便性を向上するための路線バスの充実ならびに低床式バス

の導入やバリアフリー対応をバス事業者に働きかけます。
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■主な事業

事業名 バス・鉄道共通ＩＣカード利用助成

ﾀﾝﾄｳｶ 障がい福祉課

内容 バス・鉄道共通ＩＣカードの費用の一部を助成します。

事業名 福祉タクシー利用料金助成

担当課 障がい福祉課

内容
タクシ－を利用する場合の利用料金の一部を助成するとともに、福祉タクシ－

協力機関に対し、協力費を交付します。

事業名 リフト付き大型バス事業

担当課 障がい事業課

内容
福祉団体等に車いすのまま乗車できるリフト付き大型バス「スマイル号」を貸

し出します。

事業名 自動車運転免許取得費用、自動車改造費用助成事業

担当課 障がい福祉課

内容
肢体不自由のある人を中心にした身体障がいのある人個人の自由な移動手段の

確保のため、自動車運転免許取得費用、自動車改造費用を助成します。

事業名 自動車燃料費助成事業

担当課 障がい福祉課

内容
重度の障がいのある子どもや重度の障がいのある人等を対象に、外出支援や社

会参加の実現を推進するため、自動車燃料費の一部を助成します。

事業名 移動支援事業

担当課 障がい福祉課

内容
障がいのある人の外出を支援かつ促進するため、ヘルパーによる移動（外出）

の支援を行います。
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事業名 コミュニティバス事業

担当課 都市政策課

内容
ノンステップバスを使用した「おさんぽバス」を運行し、障がいのある人や高

齢者などの外出を支援します。

■関連施策・計画

高齢者保健福祉計画

リフト付き大型バス「すまいる号」
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（３）安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

■現状と課題

すべての人が地域で安心して暮らしていくために、行政が防災設備・制度を整えるととも

に、地域ぐるみの防犯への取り組みや、災害時の協力・支援体制の構築が求められています。

東日本大震災においては、障がいのある人の災害対策として、初動における適切な避難、

避難所における障がいに応じたケア体制の確保などの問題が浮かび上がってきました。障が

い者団体等に対するヒアリングでも、個々の障がいに応じた適切なケアができる避難環境の

整備を望む意見が挙げられています。

障がいのある人など自力では避難することが困難な災害時要援護者の円滑な避難支援や安

否確認は、地域住民、自治会自主防災組織、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、消防機

関など、地域の幅広い協力が不可欠です。災害時要援護者名簿は非常時の適切な支援のため

の重要なツールとなるため、安否確認や避難誘導等にあたる関係機関で情報共有を図り、非

常時の有効活用に結びつけていけるように仕組みを構築していくことが求められます。

また、災害時要援護者の二次的な避難場所である福祉避難所の整備をはじめ、要援護者の

ケアにあたるスタッフの確保、福祉用具・備品等の備蓄も必要となります。

平成26年度より、公設の福祉避難所に加え、民間の福祉サービス事業者と協定を結んで、

福祉避難所の拡充を行いました。また、人材の派遣や福祉用具の供給の確保にあたりました。

今後も、障がいのある人が安心・安全に暮らせるまちづくりを推進していく必要がありま

す。

■取り組みの方向性

①災害時要援護者への支援

要援護者に対し、緊急地震速報と市からの緊急放送を自宅で受信できる端末機の貸与と情報

発信料の助成を行います。

随時災害時要援護者名簿の更新、整備を行います。

②自主防災組織への協力

自主防災組織と連携し、各自主防災組織で作成している災害対策マニュアルへの助言や協力

を行います。

災害が発生した際に、災害時要援護者の安否確認や避難支援等が迅速に行えるよう、自主防

災組織への災害時要援護者名簿の提供等を行います。
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③福祉避難所の拡充および人材の確保

災害時要援護者の二次的な避難所である福祉避難所の設置・運営を公設の施設だけでなく、

民間の事業者にも協力を要請し、「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」を締

結することで福祉避難所の拡充を図ります。

福祉避難所および在宅の要援護者宅へのヘルパーの派遣の協力を要請し、「災害時における

介護支援に関する協定」を締結し、災害時の福祉人材の確保に努めます。

④福祉用具の備蓄

福祉避難所の充実を図るため、「災害時における福祉用具等の供給に関する協定」を締結し、

災害時の福祉用具の供給ルートを確保します。

「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」を締結した事業者へ、福祉避難所用

物資や器材の備蓄に対する補助を行います。

⑤防災意識の向上の推進

防災講演会等を通じて、支援者および要援護者双方の防災意識の向上に取り組みます。

⑥緊急通報装置等の充実

緊急時の２４時間応答が可能な「緊急通報装置」の貸与事業の周知を図ります。

聴覚や言語等に障がいのある人が、携帯電話のＷｅｂ機能を利用して簡単に救急車や消防車

の出動要請が出来る「緊急Ｗｅｂ通報システム」の利用を促進します。

■主な事業

事業名 災害時要援護者支援事業

担当課 障がい事業課

内容
要援護者に対し、緊急地震速報と市からの緊急放送を自宅で受信できる端末機

の貸与と情報発信料の助成および災害時要援護者名簿の整備を行います。

事業名 自主防災組織育成事業

担当課 防災課

内容
自主防災組織に対し、防災意識の高揚、防災行動力の向上を目的に、訓練や研

修を行う。また、防災機器の購入や自主防災事業に対し補助を行います。
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事業名 福祉避難所支援事業補助金

担当課 障がい事業課

内容
市と「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」を締結した民間の

事業者へ福祉避難所に備蓄する物資や器材等の購入費に対する補助を行います。

事業名 緊急通報装置の貸与

担当課 障がい福祉課

内容
障がいのある人がごく簡単な操作により、緊急事態を自動的に受信センター等

に通報することが可能な装置を貸与します。

事業名 Uコミサポート事業

担当課 障がい福祉課

内容
聴覚に障がいのある人が意志の疎通を図る上で支障がある場合などに、市役所

が閉庁している時間に電話代行業務を行います。

事業名 緊急Web通報システム

担当課 消防本部警防課

内容

聴覚または言語等に障がいのある人が、携帯電話のインターネット通信機能を

用いて、消防署へ救急車や消防車の出動要請が出来るシステムを導入していま

す。

事業名 救急メディカル情報支援事業

担当課 障がい事業課・健康増進課・消防本部警防課

内容

聴覚や言語に障がいのある人等が、緊急時に救急車の出動要請や自らの意思を

伝えるときに活用するための携帯用の「救急メディカルカード」を作成し配布し

ています。

救急車には、具合の悪い部位などを指をさして伝えるための大型のカードを搭

載しています。

緊急連絡先やかかりつけ医などの医療情報等を入れて冷蔵庫に保管することが

できる「救急医療キット」を配布しています。
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■関連施策・計画

高齢者保健福祉計画、地域防災計画

公共施設 14箇所

当代島公民館、中央公民館、堀江公民館、

美浜公民館、富岡公民館、日の出公民館、

高洲公民館、総合福祉センター、障がい者福祉センター、

老人福祉センター、市特別養護老人ホーム、

ソーシャルサポートセンター、

障がい者等一時ケアセンター、ワークステーション

民間事業所 19箇所

特別養護老人ホーム浦安愛光園、特別養護老人ホームしずか荘、

特別養護老人ホームわとなーる浦安、

地域密着型特別養護老人ホーム清風荘うらやす、

あいらんど、こころとことばの教室こっこ東野校

こころとことばの教室こっこ新浦安校、

こころとことばの教室こっこ、

浦安駅前校ブレーメンの家フレンズキッチン、すてんぱれ今川、

なゆた、ほっと浦安、グングニル・ハウス、

夢のみずうみ村浦安デイサービスセンター、

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも本部、

地域活動支援センターとも今川センター、タオ、パレット

※今後も適宜、追加・変更等があります。

福祉避難所設置状況（平成26年１２月1日現在）

救急メディカルカード（救急車内設置）
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（１）権利擁護施策の推進

■現状と課題

障がいのある人が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生する社会を実現するためには、権利擁護の取り組みが必要不可欠です。

本市ではこれまで、自立支援協議会を中心に関係機関が連携して障がいのある人の権利擁護

の推進に取り組んできました。

また、障がいのある人を介護する人の高齢化が進んでおり、障がいのある人における成年

後見制度の必要性が高まると考えられることから、成年後見制度の利用拡大に向けた体制の

整備を引き続き推進する必要があります。

■取り組みの方向性

①権利擁護の推進

権利擁護事業や福祉サービス利用援助事業の周知を図り、その利用を促進します。

「自立支援協議会 権利擁護部会」では障がいのある人や支援者、警察、県、民間企業等、

さまざまな立場の関係者で権利擁護に関する支援の充実を協議するとともに、関係機関での連

携を推進します。

②成年後見制度の利用の促進

成年後見制度の周知と利用の促進を図ります。

市民後見人の活用も含めた法人貢献の活動を支援します。

■主な事業

事業名 自立支援協議会・権利擁護部会

担当課 障がい事業課

内容
権利擁護に関する支援の充実を図るため、協議するとともに、関係機関の連携

を推進します。

自立と社会参加の促進７
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事業名 成年後見制度利用支援

担当課 障がい事業課

内容
補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められた障がいのあ

る人に、費用の助成を行います。

事業名 成年後見事業

担当課 障がい事業課

内容

成年後見制度の利用の促進等を自立支援協議会で協議します。

成年後見制度の周知と利用のサポート、法人後見等を行います。（社会福祉協議

会へ委託）

市民後見人等の人材の育成するため、研修を行います。（社会福祉協議会へ委

託）

事業名 消費生活センター

担当課 消費生活センター

内容
障がいのある人が消費者としての利益の擁護及び増進が図られるよう、相談、

啓発、情報提供等を行います。

■関連施策・計画

浦安市社会福祉協議会地域福祉活動計画
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（２）虐待の早期発見・防止

■現状と課題

平成24年10月に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」（障害

者差別解消法）が施行され、浦安市でも「障がい者虐待防止センター」を設置し、相談員によ

る相談・通報の受理や支援を行ってきました。

また、平成 26 年度より、従来の「高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会」と「障がい者

虐待防止対策協議会」を統合した「浦安市高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会」

を設置し、高齢者を支援する関係機関と障がいのある人を支援する関係機関が連携し、支援体

制の強化に取り組んできました。

今後も関係機関の一層の連携を図り、障がいのある人の人権が守られ、社会の中で自立して

生活するための基盤づくりに取り組むとともに、家族や支援者等の過度な負担、閉鎖的な状況

などを改善し、虐待を発生させない環境づくりが重要です。

■取り組みの方向性

①虐待防止ネットワークの強化

「浦安市高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会」や「障がい者虐待防止実務者会

議」を中心に、関係機関の連携を図り、具体的な施策や養護者に対する支援施策等を推進しま

す。

②虐待防止センター事業の充実

虐待の通報や届出があった場合は、「障がい者虐待防止センター」を中心に、迅速な事実確

認と必要に応じた支援体制の整備と保護活動を行います。

虐待の早期発見に努めるとともに、相談窓口である「障がい者虐待防止センター」の周知・

広報を推進し、一般市民や福祉サービス事業者向けの講演会や研修を実施し、虐待の防止に努

めます。

■主な事業

事業名 障がい者虐待防止センター

担当課 障がい事業課

内容
障がい者の虐待の防止、虐待の通報、届出及び相談の受理と支援、保護を行う

とともに養護者への支援を行います。
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事業名 浦安市高齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会

担当課 障がい事業課・高齢者支援課・猫実地域包括支援センター

内容

関係機関による支援体制の強化と情報共有等を行います。

障がい者等の虐待防止に係る具体的な施策や養護者に対する支援施策を協議し

ます。

事業名 障がい者虐待防止実務者会議

担当課 障がい事業課

内容
健康福祉部を中心に、受理した通報・届出への支援の方向性の協議を行いま

す。

事業名 障がい者福祉推進事業

担当課 障がい事業課

内容
虐待の防止や早期発見を推進するため、市民や福祉サービス事業者等を対象に

講演会や研修会を開催します。
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（３）差別の解消と合理的配慮の推進

■現状と課題

障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によっ

て分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざ

し、「障害者差別解消法」が平成25年度に交付されました。

同法が平成28 年度に施行されることに先立ち、本市では千葉県とともに平成26 年度に厚

生労働省の「障害者差別解消支援地域協議会」モデル事業を実施し、「浦安市高齢者・障がい

者等における虐待防止対策協議会」を中心に差別や合理的配慮の事例の収集と支援体制と連携

のあり方について、検討を行いました。

今後は、モデル事業の成果や国の基本方針等を踏まえた対応要領を作成して、社会的障壁を

取り除くための配慮を推進していくことが求められます。

■取り組みの方向性

①差別解消のための体制整備

国の基本方針等を踏まえた対応要領及び対応指針を策定し、差別の原因となる社会的障壁を

取り除くための必要な配慮がなされ、障がいを理由とする差別を受けることがないよう、体制

の整備に取り組みます。

②行政サービスにおける配慮の推進

国の基本指針や千葉県の「障害のある人に対する情報保障のためのガイドライン」をもとに、

窓口等における配慮を充実します。

市主催の会議、講座、催し等に積極的参加できるよう、障がいの特性に配慮した合理的配慮

を推進します。

③合理的配慮の推進

障がいのある人が、自分に合った支援を受けられるよう、啓発・広報や支援に努めます。
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■主な事業

事業名
こころのバリアフリー支援事業

障がい者福祉推進事業

担当課 障がい事業課

内容

国の基本方針等を踏まえた対応要領等を作成します。

啓発用の冊子として「こころのバリアフリーハンドブック」を配布します。

小中高校生、行政職員、教育関係者、支援者、一般市民等に向けた講座等を開

催します。

市職員や市民を対象に講演会や研修会を開催します。

事業名 ハンディキャップサービス事業

担当課 図書館

内容
視覚に障がいのある人などのため、拡大写本、点訳図書、音声図書、テキスト

データ資料などの資料を製作して提供します。

事業名 声の広報

担当課 広聴広報課

内容
視覚に障がいのある人のため、広報うらやすの内容を吹き込んだデイジー図書

やCDを作成しています。

事業名 公式ホームページ

担当課 広聴広報課

内容
文字の大きさが変更できます。音声読み上げソフトへの対応に配慮していま

す。

事業名 選挙費

担当課 選挙管理委員会

内容

投票所に仮設スロープを設置、点字版氏名掲示、候補者の略歴、政見等を点字

で記載した「選挙のお知らせ」や点字器などを用意しています。

身体に重度の障がいがあり一定の要件を満たす方が、自宅で投票できる「郵便投

票制度」を実施しています。
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事業名 意思疎通支援事業

担当課 障がい福祉課

内容
聴覚に障がいがある人が意志の疎通を図る上で支障がある場合などに、手話及

び要約筆記等の方法により、コミュニケーション支援を行います。

事業名 Uコミサポート事業

担当課 障がい福祉課

内容
聴覚に障がいがある人が意志の疎通を図る上で支障がある場合などに、市役所

が閉庁している時間に電話代行業務を行います。

事業名 消費生活センター

担当課 消費生活センター

内容
障がいのある人が消費者としての利益の擁護及び増進が図られるよう、相談、

啓発、情報提供等を行います。

事業名 庁舎等建設事業

担当課 庁舎建設課

内容
障がいのある人が円滑に行政手続きなどが行えるよう、ユニバーサルデザイン

に基づく庁舎として整備していきます。
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（４）余暇活動の促進

■現状と課題

障がいのある人が、自立した生活を送るためには、市民の一人として社会参加を実現するこ

とが大切です。

「余暇」を利用しスポーツ活動や文化活動などへ参加することは障がいのある人の「生活の

質（ＱＯＬ）」を高める上で必要不可欠です。

また、余暇活動は、障がいのある人の自己実現の機会となるとともに、その活動を通じて多

くの人との交流を深めていくことにもなります。

アンケート調査結果では、半数以上の方が趣味やスポーツ、レクリエーション活動に参加し

ていないと回答しており、今後も、余暇活動の推進を図るため、活動に対する広報の強化、参

加意欲を高めるような工夫や働きかけが必要です。

■取り組みの方向性

①余暇活動等に対する支援の充実

移動支援事業などの外出支援サービスを充実し、障がいのある人の社会参加の機会の増加・

多様化を図ります。

また、地域活動支援センター等において、機能訓練、創作活動、レクリエーション活動、技

術習得事業などの内容の充実を図ります。

②文化・スポーツ活動の充実

障がいのある人が参加しやすい講座やサークル活動等の実施を働きかけます。

障がいのある人のスポーツの普及や場の確保など、障がいのある人のスポーツ活動を促進す

るとともに、「障害者スポーツ大会」への参加を呼びかけます。

■主な事業

事業名 公民館活動

担当課 公民館

内容

企業等に就労する障がいのある人の夕方からの余暇支援事業「きぼうアフター

ファイブ」を行います。

知的障がいのある人が休日の過ごし方を学ぶことを目的とした「きぼう青年学

級」事業を行います。
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事業名 移動支援事業

担当課 障がい福祉課

内容
障がいのある人の外出を支援かつ促進するため、ヘルパーによる移動（外出）

の支援を行います。

事業名 リフト付き大型バス事業

担当課 障がい事業課

内容
福祉団体等に車いすのまま乗車できるリフト付き大型バス「スマイル号」を貸

し出します。

事業名 社会参加等促進事業

担当課 障がい福祉課

内容
福祉タクシー利用料金助成、バス・鉄道共通ＩＣカード利用助成、自動車燃料

費助成等を行います。

事業名 浦安市社会教育関係団体活動補助金（浦安市軽スポーツ協会）

担当課 市民スポーツ課

内容
ボッチャ（重度脳性麻痺者もしくは同程度の四肢重度機能障がい者のために考

案されたスポーツ）大会にに補助金を交付します。

事業名 特定地域活動支援センター経営事業費補助金

担当課 障がい事業課

内容

障がいのある人や難病者等を対象に、夜間や休日も含めた生産活動、創作的活

動などを提供するとともに、地域ボランティアの育成や障がいに対する理解促進

を図る地域活動支援センターⅠ型の事業を行います。

事業名 ソーシャルサポートセンター

担当課 障がい事業課

内容
精神障がいのある人が住み慣れた地域で生きがいを持った生活が営めるよう、

レクリエーション活動・軽作業・交流の場の提供などを行います
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（５）自主的活動の推進

■現状と課題

障がいのある人に必要とされる取り組みを推進していくためには、障がいのある人自身の意

見を反映できるような仕組みを整えることが大切です。様々な機会を通じて、障がいのある人

やその家族の意見に耳を傾け、できる部分から施策に反映させていくように取り組んでいます。

自立支援協議会では、障がい者団体の代表者が委員として参加しています。平成 25 年度か

らは、障がいのある人同士の情報交換及び相互理解を図り、地域課題を提案する場として、自

立支援協議会に「本人部会」を創設しました。

また、障がいのある人とその家族の団体等の活動に対して支援を行い、自主的活動の促進に

努めてきました。自主的な活動が活性化していくことは、障がいのある人自身にとっても、本

市の障がい者施策にとっても、意義のあることです。

今後も、障がいのある人やその家族が意見を発信する機会を確保するとともに、団体等の自

主的活動の促進に努める必要があります。

■取り組みの方向性

①意見を発信する機会の確保

自立支援協議会をはじめとする会議等で、障がいのある人やその家族が意見を発信する機会

を確保します。

②障がい者団体等の育成・支援

障がい者団体等の育成を図り、その自主的活動の側面的支援の充実を図ります。また、各団

体の活動の周知等の支援を行います。

各障がい者団体、社会福祉法人や民間事業所等との懇談・意見交換の場を必要に応じて設け、

連携の強化を図るとともに、その活動を支援します。

障がい者団体等とボランティア団体等との連携の強化を促し、団体活動への協力の促進を図

ります。
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■主な事業

事業名 浦安市障がい福祉団体事業費補助金

担当課 障がい事業課

内容 障がい福祉団体が行う事業に要する経費を補助します。

事業名 事業の後援

担当課 障がい事業課

内容
障がい福祉団体等が講演会等の事業を行う際に周知広報の協力等、側面的支援

を行います。

事業名 自立支援協議会・本人部会

担当課 障がい事業課

内容
障がいのある人同士で情報交換を行い、相互理解を図るとともに、地域課題を

提案します。
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計画の基本事項

第１章
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国が示した基本指針に添って、次に掲げる点に配慮します。

１ 障がいのある人等の自己決定の尊重と意思決定の支援

共生社会を実現するため、障がいのある人等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に

配慮します。

また、障がいのある人等が、必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けつつ、自

立し、社会に参加していくことを図ります。

２ 市町村を基本とした身近な実施主体

障がいのある人等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう、市町村が実施主

体となり、福祉サービスを実施します。

３ 障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施等

障がいの種別にかかわらず、必要とするサービスが受けられるような福祉サービスを実施

します。

４ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサー

ビス提供体制の整備

障がいのある人等の自立支援の観点から、入所等（福祉施設への入所又は病院への入院を

いう。以下同じ。）から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といった課題

に対応したサービス提供体制を整え、障がいのある人の生活を地域全体で支えるシステムを

実現するため、地地域の社会資源を最大限に活用し、提供体制の整備を進めます。

計画の基本方向１
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障害者総合支援法は、地域社会における共生の実現に向けて障害福祉サービスの充実等、障

がいのある人の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、平成２５年４月から施行され

ています。

その中で、支給決定手続きの透明化・公平化を図る観点から、市町村がサービスの種類や量

などを決定するための判断材料の一つとして、障害福祉サービスの必要性を明らかにするため

に、障がいのある人の心身の状態を総合的に表す「障害支援区分」が設けられており、本市で

は保健・医療・福祉の専門分野の委員から構成される「介護給付費等の支給に関する審査会」

を設置し、中立かつ公正な立場で審査判定を行っています。

○理解促進研修・啓発事業

○自発的活動支援事業

○相談支援事業

○成年後見制度利用支援事業

○成年後見制度法人後見支援事業

○意思疎通支援事業

○日常生活用具給付事業

○手話奉仕員養成研修事業

○移動支援事業

○地域活動支援センター事業

障
が
い
者
・
児

○居宅介護（ホームヘルプ）

○重度訪問介護

○行動援護

○同行援護

○重度障害者等包括支援

○生活介護

○療養介護

○短期入所

○施設入所支援

○自立訓練

○就労移行支援

○就労継続支援

○共同生活援助

（グループホーム）

自立支援給付

地域生活支援事業

介護給付

訓練等給付

必須事業

○児童発達支援

○医療型児童発達支援

○放課後等デイサービス

○保育所等訪問支援

○障害児入所支援（実施主体は県）

障害児通所支援

○日中一時支援事業

○訪問入浴サービス事業

○知的障害者職親委託制度

○パソコン要約筆記奉仕員養成研修事業

○自動車運転免許取得・改造助成事業

○緊急通報電話貸与事業

○障害者虐待防止対策支援事業

○計画相談支援
（サービス等利用計画の作成）

○地域相談支援
（地域移行支援・

地域定着支援）

○障害児相談支援
（障害児支援利用計画の作成）

任意事業

相談支援

サービスの内容と対象者２
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（１）訪問系サービス

サービス名 内容 主な利用対象者像

介
護
給
付

居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅で、入浴・排せつ・食事等の身
体介護、洗濯・掃除等の家事援助を
行います。

（障害支援区分１以上）

重度訪問介護
自宅で入浴・排せつ・食事の介護、
外出時における移動介護などを総合
的に行います。

重度の肢体不自由者・知的障がい者・精神障
がい者で常に介護を必要とする人（障害支援
区分４以上）

行動援護
行動する際に生じる可能性のある危
険を回避するために、必要な援護や
外出時の移動介護等を行います。

知的障がいや精神障がいによって行動上著し
い困難があり、常に介護を必要とする人（障
害支援区分３以上）

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困
難を有する障がい者等につき、移動
に必要な情報を提供するとともに、
移動の援護等を提供します。

身体介護を伴わない場合であれば、視力障が
い、視野障がい、夜盲のいずれかがある方が
対象となります。身体介護を伴う場合には、
視力障がい、視野障がい、夜盲のいずれかが
あり、かつ移動障がいがある方で、障害支援
区分が２以上で、障害支援区分の認定調査項
目のうち、「歩行」「移乗」「移動」「排
尿」「排便」のいずれか１つが「できる」以
外と認定されている人が対象となります。

重度障害者等
包括支援

対象者の心身の状態や介護者の状
況、居住の状況等をふまえて作成さ
れた個別支援計画に基づき、必要な
障害福祉サービスを包括的に提供し
ます。

常に介護を必要とし、介護の必要度が著しく
高い人(障害支援区分６)で
①四肢のすべてに麻痺等があり寝たきり状態

にある障がいのある人で、ALS患者な
ど、呼吸管理を行っている身体障がいのあ
る人・最重度の知的障がいのある人

②強度行動障がいのある重度・最重度の知的
障がいのある人
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（２）日中活動系サービス

サービス名 内容 主な利用対象者像

介
護
給
付

生活介護

地域や入所施設で安定した生活を営
むことができるよう、福祉施設で食
事や入浴、排せつ等の介護や日常生
活上の支援、生産活動等の機会を提
供します。

常に介護を必要とする人で、
①49歳以下の場合は、障害支援区分3以上

（施設入所は区分４以上）
②50歳以上の場合は、障害支援区分2以上

（施設入所は区分３以上）

療養介護

医療機関への長期入院による医学的
管理のもとに、食事や入浴、排せつ
等の介護や日常生活上の相談支援等
を行います。

医療機関への長期入院による医療に加え、常
に介護を必要とする人で、
①ALS患者など、呼吸管理を行っており、

障害支援区分６
②筋ジストロフィー患者や重症心身障がい者

で、障害支援区分５以上
③平成24年3月31日時点において重症心身

障害児施設に入所していた方または改正前
の児童福祉法に基づく指定医療機関に入院
していた方であって、平成24年4月1日以
降も指定療養介護事業所を利用する①及び
②以外の方

短期入所
（ショートス
テイ）

障害者支援施設やその他の施設で、
短期間、入浴、排せつ、食事等の介
護や日常生活上の支援を行います。

居宅で介護を行う人が病気やその他の理由に
より障害者支援施設やその他の施設への短期
間の入所を必要とする障がいのある人

訓
練
等
給
付

自立訓練
（機能訓練）

地域生活を営む上で必要となる身体
機能や生活能力の維持・向上を図る
ため、理学療法や作業療法等の身体
的リハビリテーションや日常生活上
の相談支援等を行います。
※利用者ごとに18か月以内の利用期

間を設定

①入所施設や医療機関を退所・退院した人
で、地域生活への移行を図る上で、身体的
リハビリテーションの継続や身体機能の維
持・回復などの支援が必要な人

②特別支援学校を卒業し、地域生活を営む上
で、身体機能の維持・回復などの支援が必
要な人

自立訓練
（生活訓練）

地域生活を営む上で必要となる生活
能力の維持・向上を図るため、食事
や家事等の日常生活能力を向上する
ための支援や、日常生活上の相談支
援等を行います。
※利用者ごとに24か月以内、長期入

所者の場合は36か月以内の利用期
間を設定

①入所施設や医療機関を退所・退院した人
で、地域生活への移行を図る上で、生活能
力の維持・向上などの支援が必要な人

②特別支援学校を卒業した人や継続した通院
により症状が安定している人などで、地域
生活を営む上で、生活能力の維持・向上な
どの支援が必要な人
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サービス名 内容 主な利用対象者像

訓
練
等
給
付

就労移行支援

一般企業等への移行に向けて、事業
所内や企業における作業や実習、適
性にあった職場探し、就労後の職場
定着のための支援等を行います。
※利用者ごとに24か月以内の利用期

間を設定

一般就労等（企業等への就労、在宅での就
労・起業）を希望し、知識・能力の向上、実
習、職場探し等を通じ、適性にあった職場へ
の就労等が見込まれる65歳未満の人

就労継続支援
（Ａ型）

通所により、雇用契約に基づく就労
機会を提供するとともに、一般就労
に必要な知識・能力が高まった場合
は、一般就労への移行に向けた必要
な支援・指導等を行います。

就労機会の提供を通じて、生産活動に関する
知識・能力の向上を図ることにより、雇用契
約に基づく就労が可能な人で(利用開始時に
65歳未満)
①就労移行支援を利用したが、企業等の雇用

に結びつかなかった人
②特別支援学校を卒業して就職活動を行った

が、企業等の雇用に結びつかなかった人
③就労経験のある人で、現在雇用関係がない

人

就労継続支援
（Ｂ型）

通所により、就労や生産活動の機会
を提供（雇用契約は結ばない）する
とともに、一般企業等での就労に必
要な知識・能力が高まった場合は、
一般就労への移行に向けた必要な支
援・指導等を行います。

就労移行支援等を利用したが、一般企業等の
雇用に結びつかない人などで、就労機会を通
じて生産活動に関する知識・能力の向上や維
持が期待される人
①企業等や就労継続支援(A型)での就労経験

があるが､年齢・体力面で雇用されること
が困難となった人

②就労移行支援を利用したが、企業等や就労
継続支援(A型)の雇用に結びつかなかった
人

③①②に該当しない人で50歳に達している
人

④試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援
や就労継続支援(A型)の利用が困難と判断
された人
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（３）居住系サービス

（４）相談支援

サービス名 内容 主な利用対象者像

訓
練
等
給
付

共同生活援助

(グループホーム)

地域のアパート、マンション、一戸
建て等で、複数で共同生活する居住
の場で、「世話人等」の支援を受けな
がら、日常生活上の支援や日常生活
における相談支援、日中活動で利用
する事業所等の関係機関との連絡・
調整などを行います。

障がいのある人で、地域で自立した日常
生活を営むために援助が必要な人

介
護
給
付

施設入所支援

夜間に介護が必要な人、通所が困難
な自立訓練、就労移行支援の利用者
に対し、夜間における入浴、排せつ
等の介護や日常生活上の相談支援等
を行います。
※自立訓練、就労移行支援の利用者
は利用期間を設定

①生活介護利用者のうち、障害支援区分
４以上の人（５０歳以上の場合は区分３
以上）
②自立訓練、就労移行支援の利用者のう
ち、地域の社会資源の状況等により通所
することが困難な人

サービス名 内容 主な利用対象者像

計画相談支援

支給決定または支給決定の変更前
に、サービス等利用計画案を作成し
ます。また、支給決定または変更
後、サービス事業者等との連絡調整
やサービス等利用計画を作成しま
す。

障害福祉サービスまたは地域相談支援を
利用するすべての障がい者

障害児相談支援
障害児通所支援の支給決定または支
給決定の変更前に、障害児支援利用
計画の作成を行います。

障害児通所支援を利用するすべての障が
い児

地域相談支援

（地域移行支援）

訪問指導や住居の確保等地域におけ

る生活に移行するための活動に関す

る相談、また、地域移行のための障

害福祉サービス事業所への同行支援

等を行います。

障がい者支援施設又は精神科病院に入
所・入院する障がい者、児童福祉施設に
入所する18歳以上の障がい者等

地域相談支援

（地域定着支援）

常時の連絡体制を確保し、障がいの

特性に起因して生じた緊急の事態等

に相談や緊急訪問、緊急対応等を行

います。

障がい者支援施設又は精神科病院に入

所・入院する障がい者、児童福祉施設に

入所する１８歳以上の障がい者等で当該

施設・病院を退所・退院した人
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（５）障がい児支援

サービス名 内容 主な利用対象者像

児童発達支援
日常生活における基本的な動作の指
導、知識技能の付与、集団生活への
適応訓練などを行います。

未就学の障がいのある児童

医療型児童発達支援
児童発達支援のサービスとともに、
治療も行います。

肢体が不自由な児童

放課後等デイサービス

放課後や夏休みなどの長期休暇中に

おいて、生活能力向上のための訓練

などを継続的に行い、自立を促しま

す。また、放課後などの居場所づく

りとしての役割も担います。

小中高校生の障がいのある児童

保育所等訪問支援

集団生活への適応のための専門的な

支援を行い

、保育所などの安定した利用を目指

します。

保育所などを現在利用中または利用を予

定している障がいのある児童

障害児入所支援
日常生活の指導や独立自活に必要な

知識技能の獲得の支援を行います。
障がいのある児童
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（８）地域生活支援事業

地域生活支援事業は、日常生活と社会生活をサポートするサービスを地域の障がいのある人

のニーズに合わせて柔軟に提供することを目的とした事業で、障害者総合支援法で市町村の

「必須事業」と定められた事業と、市町村の判断により実施する「任意事業」があります。

サービス名 内容

必
須
事
業

理解促進研修・啓発事業
障がいのある人等に対する理解を深めるため、イベントや講演会
等の啓発事業や広報事業を行います。

自発的活動支援事業
障がい者のある人やその家族、地域住民等による自発的な取り組
みを支援します。

相談支援事業

障がいのある人やその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の
提供及び助言を行い、福祉サービス事業者等との連絡調整を実施
します。また、困難ケースへの対応、サービス調整会議等におけ
るスーパーバイズ及び相談支援事業者等への指導、助言など高い
専門性を要する業務も担っています。

成年後見制度利用支援事業

後見人により財産管理や契約行為の援助を行うことで、判断力の
不十分な人を保護するための成年後見制度を利用する際に、親族
がいない等の理由がある場合には、市長による申し立てを実施す
るとともに、低所得の方に対して、申し立てに要する経費や後見
人等の報酬の全部または一部を助成します。

成年後見制度法人後見支援事業
法人後見実施のための研修や法人後見の適正な活動のための支援
を行います。

意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を
図ることが困難な人とその他の人の意思疎通を仲介するために、
手話通訳や要約筆記等を行う者の派遣などを行います。

日常生活用具給付事業
重度障がいのある人に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の
給付又は貸与を行います。

手話奉仕員養成研修事業
手話奉仕員、要約筆記奉仕員等を養成するための研修を実施しま
す。

移動支援事業
屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支
援を行います。

地域活動支援センター
障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会と
の交流の促進等の便宜を図ります。
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サービス名 内容

任
意
事
業

日中一時支援事業
障がいのある人等の日中における活動の場を確保し、障がいのあ
る人等の家族の就労支援及び障がいのある人等を日常的に介護し
ている家族の一時的な休息を図ります。

訪問入浴サービス事業
訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障がいのあ
る人の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。

知的障害者職親委託制度
知的障がいのある人を一定期間、知的障がいのある人の更生援護
に熱意を有する事業経営者等の私人に預け、生活指導及び技能習
得訓練等を行います。

パソコン要約筆記奉仕員養成研
修事業

パソコン要約筆記奉仕員を養成するための研修を実施します。

自動車運転免許取得・改造助成
事業

自動車の運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を
助成します。

緊急通報電話貸与事業
重度身体障がい者のみの世帯等に２４時間体制の受信センターに
通報される緊急通報電話を貸与します。

障害者虐待防止対策支援事業
障がい者への虐待を防止するための連携体制の整備や啓発活動を
行います。
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地域移行等の目標

第２章
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（１）施設入所者の地域生活への移行の推進

国の基本指針では、平成 29 年度末までに、平成 25 年度末の施設入所者の 12％以上を地

域生活に移行することを目指すとともに、29 年度末時点での施設入所者数を差し引き４％以

上削減することを目標としています。

【目標達成のための取り組み】

市では、相談支援体制の強化を図るとともに、通所施設の整備や、地域活動支援センター等

の地域生活支援事業の運営支援など、地域生活の受け皿づくりに取り組んできました。

目標達成に向けて、地域生活への移行を一層推進するためには、グループホーム等の居住サ

ービスの整備を推進する必要があります。市内にグループホームを整備するための本市独自の

補助事業を継続し、グループホーム等の居住サービスの整備に努めていきます。

また、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能を

持った「地域生活支援拠点」を市町村に少なくとも１つ整備するよう国から示されました。こ

れを受け、本市の実情に応じた「地域生活支援拠点」を整備していきます。

項目 人数 備考

平成 25 年度末の施設入所者数

（Ａ）
56人

平成 29 年度末の施設入所者数

（Ｂ）
53人

入所者数の削減目標人数（Ｃ） ３人
（Ａ）－（Ｂ）の人数。既存入所者の減と、新規入

所者の増の差し引き（国の目標は４％以上）

入所から地域生活へ移行する目

標人数（Ｄ）
７人

平成 25 年度末の施設入所者数（Ａ）のうち、グル

ープホーム、福祉ホーム、一般住居へ移行する人数

（国の目標は12％以上）

地域生活への移行目標１
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（１）福祉的就労から一般就労への移行者数の目標

国の基本指針では、平成２９年度中に一般就労に移行する人数を、平成２４年度の一般就労

への実績の２倍以上にすることを目標としています。

＊浦安市は、手帳所持者に対しての一般就労移行者の割合が、全国平均と比較して高いため、平成 23 年度か

ら平成25年度までの就労移行者の伸び率を基に目標値を設定しました。

（参考）平成 23 年度の統計では、一般就労移行者は全国平均の約２．５倍、近隣市の約 3 倍となっていま

す。

（２）就労支援事業の利用者に係る目標

国の基本指針では、平成29 年度中に就労移行支援事業を利用する人数を、平成25 年度の

実績の60％以上増加させることを目標としています。

①利用者数

②事業所ごとの就労移行率

国の基本指針では、就労移行率が 30％以上である就労移行支援事業所を、平成 29 年度末

までに全体の50％以上とすることを目標としています。

項目 人数 備考

平成 24 年度の一般就労移行

者数
21人

【目標値】平成 29 年度の一

般就労移行者数

30人

（14％増）
国の目標は平成24年度の２倍以上

項 目 数 値 考え方

平成 25 年度の就労移行支援事

業の利用者
55人

【目標値】平成 29 年度の就労

移行支援事業の利用者

88人

（60％増）
国の目標は平成25年度末より60％以上増加

項 目 数 値 考え方

【目標値】平成 29 年度末の就

労移行率が 30％以上である就

労移行支援事業所の割合

50％ 国の目標は50％以上

就労の目標２
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【目標達成のための取り組み】

浦安市ワークステーションでは、就労支援センターを中心に、就労相談、就労訓練、特例子

会社が連携を図り、障がいのある人が就労の場や機会を得られるための支援を行っています。

また、関係機関と連携を図り、就労移行支援事業所の整備及び利用者の増加に努め、目標達

成に向けて就労支援事業の充実を図っています。

今後も、就労を希望する障がいのある人が一人でも多く一般就労につながるよう、障がいの

ある人の就労等の選択の幅を拡大しつつ、支援を行います。
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障害福祉サービスの推進

第３章
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【現状と課題】

訪問系サービスについては、利用動向をふまえながら、今後の地域生活の移行者数を見極め

た目標設定を行い、必要なサービス提供基盤の整備に引き続き取り組んでいく必要があります。

平成 23 年度から、視覚に障がいがあり、移動に困難を有する方を対象に同行援護事業を実

施しておりますが、移動支援を利用している方が多く、実績が見込みを下回っています。

行動援護については、現在、市内にサービスを提供できる事業者が一事業者しかない状況で

す。

また、身体障がい分野に比べて、知的障がいや精神障がいがある人へのサービス提供事業者

が少なく、夜間や休日等の時間帯や医療的ケア、行動援護、重度訪問介護などの分野では、ヘ

ルパーが不足しているのが現状です。

【利用実績】
（月間）

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①居宅介護

時間
見込 3,600 3,750 3,900

実績 3,197 3,407 3,883

実利用人数
見込 120 125 130

実績 152 174 199

②重度訪問介護

時間
見込 1,440 1,800 2,160

実績 1,399 1,279 959

実利用人数
見込 4 5 6

実績 3 4 3

③行動援護

時間
見込 675 720 765

実績 534 612 612

実利用人数
見込 15 16 17

実績 13 11 11

④同行援護

時間
見込 240 360 480

実績 62 64 64

実利用人数
見込 20 30 40

実績 3 7 7

訪問系サービスの取り組み１
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【今後の取り組み】

訪問系サービスについては、法改正や地域生活への移行を推進する観点からサービス需要に

応じたサービス量の確保が必要となってきます。

同行援護については、引き続き制度の周知広報に努めます。

自立支援協議会を中心に、担い手が不足している時間帯や分野のヘルパーの育成を検討する

とともに、新規事業者の参入を推奨します。

また、高齢者を含めた訪問系サービスを実施している事業者等との連携を検討し、より多様

で多くのサービス提供主体の参画が図られるよう努めるとともに、障がいの種別に関わらず、

すべての障がいのある人が必要なサービスを利用できるよう取り組みます。

【見込み量】
（月間）

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①居宅介護
時間 5,047 6,561 8,529

実利用人数 267 347 451

②重度訪問介護

時間 2,004 2,672 3,340

実利用人数 ６ ８ 10

③行動援護

時間 1,279 1,334 1,389

実利用人数 23 24 25

④同行援護

時間 365 457 546

実利用人数 40 50 60
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【現状と課題】

新たに事業所を設置して生活介護事業を行う事業者や、重度障がい者を受け入れて支援を行

った事業所に補助金を交付するなど、側面的支援を行ってまいりましたが、特別支援学校の卒

業生を中心とした重度障がい者の通所施設が不足しています。民間事業者による通所施設は

徐々に整備されていますが、国の報酬制度では人員配置の面等から、重度障がい者の受入れが

難しく、保護者からは公的施設整備の要望があります。

今後も、関係機関等との連携のもとに、地域生活のための総合的な支援体制を確立していく

ことが重要であると考えます。

【利用実績】
（月間）

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①生活介護

人日
見込 1,600 1,700 1,800

実績 2,490 2,723 2,737

実利用人数
見込 80 85 90

実績 114 129 138

②自立訓練

（機能訓練）

人日
見込 50 50 50

実績 107 109 126

実利用人数
見込 5 5 5

実績 10 12 12

③自立訓練

（生活訓練）

人日
見込 150 150 150

実績 161 208 147

実利用人数
見込 15 15 15

実績 13 20 14

④就労移行支援

人日
見込 1,200 1,260 1,300

実績 780 773 869

実利用人数
見込 60 63 65

実績 56 55 57

⑤就労継続支援

（Ａ型）

人日
見込 200 400 800

実績 124 202 380

実利用人数
見込 10 20 40

実績 6 11 19

⑥就労継続支援

（Ｂ型）

人日
見込 1,700 1,700 1,600

実績 1,754 2,417 2,198

実利用人数
見込 85 85 80

実績 102 134 130

日中活動系サービスの取り組み２
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（月間）

＊療養介護は、計画作成時に利用者を見込んでいませんでしたが、法改正により利用対象となる方がいました。

【今後の取り組み】

主に課題である重度な障がいのある人の通所施設の整備については、特別支援学校の卒業生

の状況に応じて３年ごとに中規模な施設を計画的に整備するとともに、今後も民間事業者への

補助等による側面的支援を継続します。 補助においては、安定したサービスの提供のため、

1日６時間以上のサービス提供を推奨します。

【見込み量】
（月間）

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

⑦療養介護 人数
見込 0 0 0

実績 5 4 4

⑧短期入所

人日
見込 140 210 280

実績 146 163 192

実利用人数
見込 10 15 20

実績 11 21 26

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①生活介護
人日 3,300 3,520 3,740

実利用人数 144 160 170

②自立訓練（機能訓練）
人日 213 253 293

実利用人数 21 25 29

③自立訓練（生活訓練）
人日 168 189 210

実利用人数 16 18 20

④就労移行支援
人日 912 1,064 1,216

実利用人数 60 70 80

⑤就労継続支援（Ａ型）
人日 520 600 700

実利用人数 26 30 35

⑥就労継続支援（Ｂ型）
人日 2,367 2,704 3,042

実利用人数 140 160 180

⑦療養介護 実利用人数 5 5 5

⑧短期入所
人日 235 270 306

実利用人数 32 37 42
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【現状と課題】

住み慣れた地域である市内に居住系サービス事業所を整備することを目的に、市独自の補助

金制度を創設し、グループホームの整備推進を図ってまいりました。

この３年間で、見込を上回るグループホーム・ケアホームの定員を確保しましたが、今後も

介護者の高齢化に対応するため、引き続き地域生活の基盤となるグループホームを整備推進す

る必要があると考えます。

【利用実績】
（月間）

＊ケアホームに入居している人の「介護サービス」の増加を見据えて、 平成26 年4 月の障害者総合支援法の施行

後から、「ケアホーム」が「グループホーム」に 一元化されました。

【今後の取り組み】

市独自の補助金制度の継続や旧第３教職員住宅をグループホームとして転用するなど、新規

施設の開設と既存施設の受け入れ体制の整備・拡充に努めます。

また、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能を

持った「地域生活支援拠点」を市町村に少なくとも１つ整備するよう国から示されました。こ

れを受け、本市の実情に応じた「地域生活支援拠点」を整備していきます。

【見込み量】
（月間）

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①共同生活介護

(ケアホーム)
人

見込 16 18

見込 40

実績 63

実績 20 25

②共同生活援助

(グループホーム)
人

見込 12 16

実績 16 18

③施設入所支援 人
見込 55 56 57

実績 58 56 63

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①共同生活援助(グループホーム) 人 80 90 100

②施設入所支援 人 64 65 66

居住系サービスの取り組み３
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【現状と課題】

身近な地域の中で気軽に安心して相談が受けられるよう、指定特定相談支援事業所・指定障害

児相談支援事業者及びサービス等利用計画についての周知を図りました。

また、平成 27 年度４月から障害福祉サービス等の支給決定に先立ち、サービス等利用計画を

作成することとなっていることから、平成 26 年度より市独自の補助金を創設し、サービス等利

用計画の促進に努めました。

【利用実績】
（年間）

【今後の取り組み】

障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、サービス等利用計

画の推進に努めます。

また、障がいのある人や保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供、助言などを行い、福祉

サービスが必要な方にはサービス利用に繋げる基本相談支援も強化します。

そのために、民間の相談支援事業者に対して補助金の交付による側面的支援を継続するととも

に、指定事業へ参入を勧奨します。

また、サービス等利用計画の質の向上を目指して、自立支援協議会等で計画の検証にあたりま

す。

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①計画相談支援 実人数
見込 150 300 450

実績 38 215 600

②地域移行支援 実人数
見込 ３ ３ ３

実績 0 3 3

③地域定着支援 実人数
見込 2 2 2

実績 0 0 0

相談支援の取り組み４
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【見込み量】
（年間）

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①計画相談支援 実人数 650 700 750

②地域移行支援 実人数 5 6 7

③地域定着支援 実人数 ２ 2 ２
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【現状と課題】

児童発達支援は、早期療育の観点から手帳を持っていない未就学児も健康増進課やこども発

達センターの意見書により利用の対象としています。そのため、見込みを大きく上回るととも

に、年度毎に利用実績が伸びています。

また、放課後等デイサービスは、日中一時支援事業からの利用者が移行したため、利用実績

が伸びています。

平成26 年10 月よりこども発達センターが児童発達支援センターの指定を受けたことで、

中核的な療育支援の施設として、地域全体への療育支援機能の強化・拡充を図りました。

【利用実績】
（月間）

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①児童発達支援

人日
見込 358 358 358

実績 641 896 919

実人数
見込 55 55 55

実績 110 153 151

②医療型

児童発達支援

人日
見込 4 4 4

実績 3 4 2

実人数
見込 1 1 1

実績 1 1 1

③放課後等

デイサービス

人日
見込 260 520 780

実績 537 794 896

実人数
見込 40 80 120

実績 72 121 142

④保育所等

訪問支援

回数
見込 3 5 8

実績 3 5 1

実人数
見込 5 10 15

実績 3 ４ ３

⑤障害児相談支援
実人数

（年間）

見込 50 100 150

実績 27 75 300

障がい児支援の取り組み５
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【今後の取り組み】

「浦安市子ども・子育て支援総合計画」と連携を図りながら、児童発達支援センターとして

の機能を持ったこども発達センターを中心に、早期療育と障がい児支援体制の整備・拡充を図

ります。

また、医療的ケアが必要な子どもに対する支援の基盤整備の強化を図るとともに、福祉、医

療、教育等の関係機関において、総合的な支援体制の構築に努めます。

【見込み量】
（月間）

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①児童発達支援
人日 1,079 1,190 1,307

実人数 166 183 201

②医療型児童発達支援
人日 4 4 4

実人数 2 2 2

③放課後等デイサービス
人日 1,061 1,170 1,285

実人数 156 172 189

④保育所等訪問支援
回数 8 8 8

実人数 8 8 8

⑤障害児相談支援 実人数（年間） 330 360 390
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【現状と課題】

移動支援事業は、サービス提供事業者の増加やサービスの周知により実績が見込みを大きく

上回るとともに、年度毎に利用実績が伸びています。

法改正（障害者総合支援法）により、必須事業に「理解促進研修・啓発事業」、「自発的活動

支援事業」、「成年後見制度法人後見支援事業」、「手話奉仕員養成研修事業」が加わりました。

「コミュニケーション支援事業」は「意思疎通支援事業」に名称が変更となり、従来の手話通

訳・要約筆記に加えて代読、代筆等や、知的や発達に障がいのある人や、重度の身体障がいの

ある人の意思の伝達の支援など、支援の内容が幅広くなっています。

また、「基幹相談支援センター」を前期計画の目標どおり平成２５年度に設置しました。設

置にあたり、地域の障がい福祉に関するシステムづくりの中核的な役割を果たす自立支援協議

会において、機能等を協議しました。設置後も引き続き自立支援協議会で機能及び実績の検証

を行います。

【利用実績】

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①理解促進研修・啓発事業 実施の有無 － 実施 実施

②自発的活動支援事業 実施の有無 － 実施 実施

③相談支援事業

障害者相談支援事業 実施箇所
見込 ２ ２ ２

実績 ２ ２ ２

基幹相談支援センタ

ー
設置の有無 － 設置 設置

市町村相談支援機能

強化事業
実施の有無 実施 実施 実施

住居入居等支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

④成年後見制度利用支援事業 実人数
見込 ５ ５ ５

実績 １ １ １

⑤成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 － 実施 実施

⑥意思疎通支援

事業

手話通訳者・要約筆

記者派遣事業

利用件数

／月

見込 30 33 35

実績 20 19 20

手話通訳者設置事業
実設置人数

／月

見込 ２ ２ ２

実績 ２ ２ ２

入院時コミュニケー

ション支援事業
実人数

見込 ４ ４ ５

実績 4 １ 1

地域生活支援事業（必須事業）の取り組み６
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区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

⑦日常生活用具

給付等事業

介護・訓練支援用具 件数／年
見込 18 19 21

実績 7 １９ 7

自立生活支援用具 件数／年
見込 52 54 55

実績 25 29 26

在宅療養等支援用具 件数／年
見込 18 19 20

実績 14 30 12

情報・意志疎通支援

用具
件数／年

見込 48 50 53

実績 34 29 15

排泄管理支援用具 件数／年
見込 1,442 1,498 1,557

実績 1,359 1,531 1,740

居宅生活動作補助用

具（住宅改修費）
件数／年

見込 5 6 6

実績 3 ７ 3

⑧手話奉仕員養成研修事業
養成講習

修了・登録

実人数

見込 6 7 8

実績 6 6 8

⑨移動支援事業

実人数

／月

見込 215 230 245

実績 278 323 322

年間利用

時間

見込 26,433 29,077 31,984

実績 27,478 31,333 35,376

⑩地域活動支援

センター事業

浦安市の地域活動支

援センター利用者

箇所

4 4 4 4

4 ３ ３ ３

実人数

／日

65 65 65 65

50 43 45 45

浦安市外の地域活動

支援センター利用者

箇所

３ ３ ３ ３

３ ３ ３ ３

実人数

／日

３ ３ ３ ３

3 3 3 3
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【今後の取り組み】

障がいのある人が、地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、引き続き、

地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な支援を行っていきます。

障がいのある人等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず相互に人格と個性

を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現のため、啓発・広報・意思疎通事業にも

力を入れていきます。

また、自立支援協議会で引き続き「基幹相談支援センター」の機能の検証を行い、相談支援

体制の充実と地域の連携に努めます。

【見込み量】

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①理解促進研修・啓発事業 実施の有無 実施 実施 実施

②自発的活動支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

③相談支援事業

障害者相談支援事業 実施箇所 ２ ２ ２

基幹相談支援センター 設置の有無 設置 設置 設置

市町村相談支援機能

強化事業
実施の有無 実施 実施 実施

住居入居等支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

④成年後見制度利用支援事業 実人数 ５ ７ ９

⑤成年後見法人後見支援制度利用支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

⑥意思疎通支援

事業

手話通訳者・要約筆記者

派遣事業

実利用件数

／月
30 30 30

手話通訳者設置事業
実設置人数

／月
１ １ １

入院時コミュニケーショ

ン支援事業
実人数 ２ ２ ２

⑦日常生活用具

給付等事業

介護・訓練支援用具 件数／年 25 25 25

自立生活支援用具 件数／年 35 35 35

在宅療養等支援用具 件数／年 20 20 20

情報・意志疎通支援用具 件数／年 25 25 25

排泄管理支援用具 件数／年 1,850 1,900 1,950

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費）
件数／年 10 10 10

⑧手話奉仕員養成研修事業
養成講習修了・

登録実人数
9 10 11
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区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

⑨移動支援事業

実人数 400 490 598

年間利用

時間
44,000 53,900 6５,780

⑩地域活動支援

センター事業

浦安市の地域活動支援

センター利用者

箇所 ３ ３ ３

実人数／日 45 45 45

浦安市外の地域活動支

援センター利用者

箇所 3 3 3

実人数／日 3 3 3
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【現状と課題】

日中一時支援事業については、身近な地域でサービスを利用することができるよう、市内事

業所の整備を推進してきました。小中高校生の利用については、放課後等デイサービス事業に

移行していますが、そのほかの方については継続して当事業を利用しており、見込みを上回る

利用実績となっています。

【利用実績】

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①日中一時支援事業

年間利

用時間

見込 52,063 38,400 28,800

実績 59,380 96,043 63,802

実利用

者数

見込 200 160 120

実績 207 260 300

②訪問入浴サービス事業

年間利

用回数

見込 504 576 648

実績 654 651 630

実利用

者数

見込 7 8 9

実績 9 7 9

③知的障害者職親委託制度
実利用

者数

見込 3 3 3

実績 3 2 2

④パソコン要約筆記奉仕員

養成研修事業

養成講習

修了・登

録実人数

見込 ８ ８ ８

実績 ０ ２ ３

⑤自動車運転免許取得・

改造助成事業

実利用

者数

見込 5 5 5

実績 3 4 3

⑥緊急通報電話貸与事業
実利用

者数

見込 13 13 13

実績 13 18 20

⑦障害者虐待防止対策支援

事業
実施の有無 実施 実施 実施

地域生活支援事業（任意事業）の取り組み７
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【今後の取り組み】

障がいのある人等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、事業内容を検

証しながら、引き続き市町村任意事業を実施します。

要約筆記奉仕員の養成は県の事業になりましたが、市では引き続き独自に、ニーズの高いパ

ソコン要約筆記奉仕員の養成をすすめていきます。

【見込み量】

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①日中一時支援事業

年間利用

時間
74,435 85,068 93,574

実利用

者数
350 400 440

②訪問入浴サービス事業

年間利用

回数
700 700 700

実利用

者数
9 9 9

③知的障害者職親委託制度
実利用

者数
2 2 2

④パソコン要約筆記奉仕員養成

研修事業

登録

実人数
0 ８ 0

⑤自動車運転免許取得・改造費用

助成事業

実利用

者数
5 5 5

⑥緊急通報電話貸与事業
実利用

者数
25 25 25

⑦障害者虐待防止対策支援事業
実施の

有無
実施 実施 実施
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１．平成２５年度の状況

（１）障がい者等の人数

障がいの種類 18歳未満 18～６４歳 65歳以上 計

身体障がい者 119 1,243 1,475 2,837

知的障がい者 269 377 14 660

精神障がい者 1,860

難病者 986

計 5,893

＊精神の数値は実際のものと異なります。

障がい者の状況１

3月6日の第6回策定委員会で提示します。
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（２）内訳

①身体障害者手帳所持者

種類 18歳未満 18～６４歳 65歳以上 計

肢体不自由 75 595 849 1,519

視覚障がい 5 75 97 177

聴覚・平衡機能障がい 15 83 67 165

音声・言語そしゃく

機能障がい
0 21 16 37

内部障がい 24 469 446 939

計 119 1,243 1,475 2,837

＊内部障がい 心臓・呼吸器・腎臓・肝臓・膀胱・直腸・小腸・免疫・呼吸器等の障がい

②療育手帳所持者数（知的障がい）

種類 18歳未満 18～６４歳 65歳以上 計

重度 73 183 8 264

中・軽度 196 194 6 396

計 269 377 14 660

③精神障害者保健福祉手帳所持者数

＊3月6日の第6回策定委員会で提示します。

種類 18歳未満 18～６４歳 65歳以上 計

1級

2級

3級

計
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２ 推移

（１）障がい者等の人数の推移

障がいの種類 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

年月日現在 H22.3.31 H23.3.31 H24.3.31 H25.3.31 H26.3.31

身体障がい者 2,519 2,549 2,685 2,774 2,837

知的障がい者 579 615 598 626 660

精神障がい者 355 431 474 527 617

難病者 792 846 910 946 986

計 5,136 4,634 5,756 6,022 6,343

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

身体障がい者

精神障がい者

知的障がい者

難病者



１１６

（２）内訳

①身体障害者手帳所持者数の推移

種類 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

年月日現在 H22.3.31 H23.3.31 H24.3.31 H25.3.31 H26.3.31

肢体不自由 1,383 1,374 1,477 1,500 1,519

視覚障がい 160 169 173 176 177

聴覚・平衡機能障がい 148 156 150 156 165

音声・言語そしゃく

機能障がい
32 31 37 56 37

内部障がい 796 819 848 886 939

計 2,519 2,549 2,685 2,774 2,837

②療育手帳所持者数（知的障がい）の推移

程度の種類 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

年月日現在 H22.3.31 H23.3.31 H24.3.31 H25.3.31 H26.3.31

重度 248 241 252 257 264

中・軽度 331 374 346 369 396

計 579 615 598 626 660

③精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移

程度の種類 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

年月日現在 H22.3.31 H23.3.31 H24.3.31 H25.3.31 H26.3.31

１級 58 68 69 82 95

２級 203 237 275 298 342

３級 94 126 130 147 180

計 355 431 474 527 617



１１７

（１）浦安市障がい者福祉計画策定委員会設置要綱

（設置）

第１条 浦安市障がい者福祉計画（平成２７年度～平成３２年度）の前期計画（平成２７年度～

平成２９年度）（以下「本計画」という。）の策定をするため、浦安市障がい者福祉計画策定委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。

（組織）

第２条 委員会は、委員長及び副委員長並びに委員をもって組織する。

２ 委員長は、浦安市自立支援協議会（以下「協議会」という。）会長が兼任する。

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

４ 副委員長は、協議会副会長が兼任し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務

を代理する。

５ 委員は、協議会委員及び協議会の部会の委員のうちから市長が指名した者をもって充てる。

（掌握事務）

第３条 委員会は、本計画の策定に関する事項を協議する。

（委員の任期）

第４条 委員の任期は、本計画の策定が終了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合の補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（委員会の開催）

第５条 委員長は、会議を招集する。

２ 委員長は、前項の規定に代えて、メール等の電子的な方法を用いて行うことができる。

（委員以外の者の出席）

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出を求め又は委

員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を求めることができる。

（秘密保持）

第７条 委員は、その職務に関して知り得た個人情報については、その職を退いた後も、他に漏

らしてはならない。

（庶務）

第８条 委員会の庶務は、健康福祉部障がい事業課において処理する。

浦安市障がい者福祉計画策定委員会２
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（補則）

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

（この要綱の失効）

第10条 この要綱は、本計画の策定が終了する日限り、その効力を失う。

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成２６年５月１日から施行する。

（浦安市障がい者福祉計画策定委員会設置要綱の廃止）

２ 浦安市障がい者福祉計画策定委員会設置要綱（平成２３年７月１５日施行）は、廃止する。
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（２）浦安市障がい者福祉計画策定委員会名簿

◎委員長 ○副委員長 (行政関係を除き団体名５０音順）

団体名又は所属 氏名

明海大学経済学部 ◎下田
し も だ

直樹
な お き

障がい者就労支援センター ○西田
に し だ

俊光
としみつ

いちょうの会 荒井
あ ら い

敏子
と し こ

浦安市視覚障害者の会・トパーズクラブ ◎足立
あ だ ち

誠之
せ い じ

浦安市自閉症協会 ◎神谷
か み や

澄子
す み こ

浦安市身体障害者福祉会 ◎相馬
そ う ま

茂
しげる

浦安市聴覚障害者協会 ◎野坂
の ざ か

秋
あき

美
み

浦安手をつなぐ親の会 ◎枝川
えだがわ

芳子
よ し こ

株式会社オリエンタルランド
小林
こばやし

章
あき

宏
ひろ

（第１回～４回）

大塚
おおつか

靖
やすし

（第５回・６回）

介護給付費等の支給に関する審査会 白川
しらかわ

洋子
よ う こ

浦安市基幹相談支援センター 西田
に し だ

良
よし

枝
え

ケアラビット浦安センター ◎谷岡
たにおか

智恵
ち え

浦安市社会福祉協議会事務局 ◎ 石井
い し い

克
かつ

典
のり

浦安市障がい者福祉センター ◎藤崎
ふじさき

広和
ひろかず

浦安市ソーシャルサポートセンター ◎坂本
さかもと

大樹
た い き

千葉県弁護士会京葉支部 ◎ 田中
た な か

知
ち

華
か

千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ ◎上田
う え だ

亜紀
あ き

千葉県立市川特別支援学校 愛塲
あ い ば

弘子
ひ ろ こ

パーソナル・アシスタンスとも ◎森嶋
もりしま

宏
こう

治
じ

ＮＰＯ法人発達わんぱく会 ◎小田
お だ

知
とも

宏
ひろ

ＮＰＯ法人フレンズ ◎内村
うちむら

好夫
よ し お

健康福祉部 ◎新宅
しんたく

秀樹
ひ で き

健康福祉部 ◎長谷川
は せ が わ

祐二
ゆ う じ

こども発達センター ◎上 林
かんばやし

正和
まさかず

教育研究センター ◎山本
やまもと

伸一
しんいち

障がい福祉課 ◎橋野
は し の

まり子
こ
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（３）計画策定経過

会議等 年月日 議題

第１回浦安市障がい者福祉計画

策定委員会
平成２６年５月１２日

（１）計画の概要と計画策定スケジュール

について

（２）国の第３次障害者基本計画の概要と

市の計画の構成について

（３）当事者・事業者アンケート調査結果

報告

（４）市の現状及び課題について

第２回浦安市障がい者福祉計画

策定委員会
平成２６年７月１８日

（１）計画の構成について

（２）第２編・障がい福祉計画の素案に

ついて

第３回浦安市障がい者福祉計画

策定委員会
平成２６年10月２日

（１）パブリックコメントについて

（２）障がい福祉計画の素案について

第４回浦安市障がい者福祉計画

策定委員会
平成２６年11月10日

（１）計画策定スケジュールについて

（２）障がい者福祉計画の素案について

第５回浦安市障がい者福祉計画

策定委員会
平成２７年２月１３日

（１）計画策定スケジュールについて

（２）パブリックコメントの実施結果に

ついて

（３）障がい福祉計画の素案について

第６回浦安市障がい者福祉計画

策定委員会
平成２７年３月６日 （１）障がい福祉計画の策定について

＊議事録は浦安市のホームページで公開しています。
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資料編 浦安市障がい者福祉計画

発行 平成２７年３月

企画・編集 浦安市役所 障がい事業課
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メール shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp



議題３資料（２）主な修正事項

項目 該当箇所 頁 修正案

1
第1編
在宅福祉サービスの充実

「①在宅福祉サービスの充実」の一時ケアセンターの緊急預
かりは、24時間365日おこなっていることを記載したほうが、セ
ンターの機能が伝わる。主な事業の一時ケアセンターの内容
も同様。
【地域生活支援部会での意見】

29
31

ご指摘のとおり修正します。
「介護者の疾病等による緊急預かりを24時間365日行います」

29

「現状と課題」のヘルパーについての記述を次のように修正し
ます。
「サービスの担い手であるヘルパーは、特に夜間や休日等の
時間帯や、医療的ケアや行動援護、重度訪問介護などの分
野で不足しているのが現状です。」

29

「③支援の人材の確保」を次のように修正します。
「自立支援協議会を中心に支援者の不足している時間帯や分
野の人材確保のための取り組みを検討します。
障がいの種類や程度に応じた適切な支援を行えるよう、研修
の充実を図ります。
医療的ケアをおこなうヘルパーの育成について検討します。」

98

第2編の訪問系サービスの「現状と課題」のヘルパーについて
記述を次のように修正します。
「また、身体障がい分野に比べて、知的障がいや精神障がい
がある人へのサービス提供事業者が少なく、夜間や休日等の
時間帯や医療的ケア、行動援護、重度訪問介護などの分野で
は、ヘルパーが不足しているのが現状です。」

99

第2編の訪問系サービスの「今後の取り組み」のヘルパーにつ
いて記述を次のように修正します。
「自立支援協議会を中心に、担い手が不足している時間帯や
分野のヘルパーの育成を検討するとともに、新規事業者の参
入を推奨します。」

「③支援の人材の確保」に「医療的ケアをおこなうヘルパーの
育成について検討します。」とあるが、行動援護や重度訪問介
護の担い手も不足している。また、第2編の訪問系サービスの
「今後の取り組み」では、「行動援護については、ヘルパーの
養成や新規事業者の参入を推奨していきます。」とある。ヘル
パーの不足について記載している箇所は複数あるが、統一し
たほうがよいのではないか。
【地域生活支援部会での意見】

2
第1編
在宅福祉サービスの充実

パブリックコメント版に修正・追記した主な項目は、次のとおりです。

1



項目 該当箇所 頁 修正案

3
第1編
保健・医療・リハビリテーション
の充実

「⑤医療的ケア実施機関の拡充」の「学校や児童育成クラブに
おける医療的ケアの実施方針について検討することを目的と
して、「浦安市学校等における医療的ケア検討委員会」を設置
し、医療的ケアを常時必要とする在宅の障がいのある子ども
の受け入れ体制について検討していきます。」を事業の進捗
にあわせる。

40

次のように修正します。
「市立小中学校、保育所、幼稚園、認定こども園及び児童育
成クラブにおける医療的ケアの検討委員会を設置し、医療的
ケアを常時必要とする在宅の障がいのある子どもを受け入れ
る体制を整えます。」

4
第1編
就学前療育・教育の充実

「③保育所、幼稚園における支援体制の整備」の「保育所、幼
稚園における医療的ケアの実施方針について検討することを
目的として、「浦安市学校等における医療的ケア検討委員会」
を設置し、医療的ケアを常時必要とする在宅の障がいのある
子どもの保育所、幼稚園における医療的ケアの実施方針につ
いて検討していきます。」を事業の進捗にあわせる。

44

次のように修正します。
「市立保育所、幼稚園、認定こども園における医療的ケアの検
討委員会を設置し、医療的ケアを常時必要とする在宅の障が
いのある子どもを受け入れる体制を整えます。」

5
第1編
就学後療育・教育の充実

①特別支援教育の充実の「学校や児童育成クラブにおける医
療的ケアの実施方針について検討することを目的として、「浦
安市学校等における医療的ケア検討委員会」を設置し、医療
的ケアを常時必要とする在宅の障がいのある子どもの受け入
れ体制について検討していきます。」を事業の進捗にあわせ
る。

46

次のように修正します。
「市立小中学校及び児童育成クラブにおける医療的ケアの検
討委員会を設置し、医療的ケアを常時必要とする在宅の障が
いのある子どもを受け入れる体制を整えます。」

6
第1編
虐待の早期発見・防止

現状と課題の「今後も関係機関の一層の連携を図り、障がい
のある人の人権が守られ、社会の中で自立して生活するため
の基盤づくりに取り組むいとともに、家族や施設職員の過度な
負担、閉鎖的な状況などを改善し、虐待を発生させない環境
づくりが重要です。」とあるが、「施設職員」の部分は、「支援者
等」が適切ではないか。
【権利擁護部会での意見】

69

ご指摘のとおり修正します。
「今後も関係機関の一層の連携を図り、障がいのある人の人
権が守られ、社会の中で自立して生活するための基盤づくり
に取り組むいとともに、家族や支援者等の過度な負担、閉鎖
的な状況などを改善し、虐待を発生させない環境づくりが重要
です。」

7
第2編
障害福祉サービスの推進

平成26年度の福祉サービスの実績（見込）
96～
110

直近月までの実績をもとに数値を見直しました。

8
第2編
障害福祉サービスの推進

次期計画期間（平成27年度～29年度）の福祉サービスの見込
96～
110

平成26年度の実績とあわせて、平成27年度からの見込み値
を見直しました。

2



項目 該当箇所 頁 修正案

9 資料編 新規追加
111
～

次の資料を掲載します。
１．統計資料
（１）平成25年度の年齢階層別統計
（２）平成21年度～25年度の推移

２．策定委員会資料
（１）要綱
（２）名簿
（３）策定経過（委員会開催日・議題）

3



１

浦安市
う ら や す し

障
しょう

がい者
し ゃ

福祉
ふ く し

計画
け い か く

平成
へいせい

27年度
ね ん ど

～29年度
ね ん ど

概要版
がいようばん

＊事務局注

この概要版はイメージです。

１・２頁はルビあり、３・４頁はルビなしとしています。

読みやすさの比較の参考としてください。

文章は、原則として計画本文から抜粋していますが、若干の編集を加え、表現をやわらかく

しています。

編 集
へんしゅう

・発行
はっこう

浦安市
うらやすし

障
しょう

がい事業課
じぎょうか

〒279-8501 千葉県
ち ば け ん

浦安市
うらやすし

猫
ねこ

実
ざね

一丁目
ちょうめ

1番
ばん

1号
ごう

ＴＥＬ：047-351-1111 ＦＡＸ：047-355-1294

メール shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp

浦安市
うらやすし

障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

の詳しい
く わ し い

内容
ないよう

は、浦安市
うらやすし

のホームページでご覧
ら ん

いただけます。

http://www.city.urayasu.chiba.jp/＊＊＊



２

障
しょう

がい者
し ゃ

福祉
ふ く し

計画
けいかく

浦安市
うらやすし

の障害者
しょうがいしゃ

施策
し さ く

の基本
き ほ ん

となるもので、市
し

が取り組む
と く

べきことと、その 考
かんが

え方
かた

を示
しめ

し

たものです。平成
へいせい

27年度
ね ん ど

から29年度
ね ん ど

は、つぎの５つを重点的
じゅうてんてき

な取
と

り組
く

みとします。

１．自己
じ こ

決定
けってい

を尊 重
そんちょう

したサービスの提 供
ていきょう

障
しょう

がいのある人
ひと

が、自身
じ し ん

の望
のぞ

むライフスタイルや人生
じんせい

設計
せっけい

に応
おう

じて自己
じ こ

決定
けってい

を

行
おこな

い、自由
じ ゆ う

にサービスを選択
せんたく

することを基本
き ほ ん

に 考
かんが

えたサービス等
とう

利用
り よ う

計画
けいかく

の充 実
じゅうじつ

を推進
すいしん

し、一人
ひ と り

ひとりのニーズに対応
たいおう

したきめの細
こま

かいサービスを提 供
ていきょう

します。

また、サービスの質
しつ

や 量
りょう

の充 実
じゅうじつ

に努
つと

め、事業所
じぎょうしょ

の連携
れんけい

を強化
きょうか

するとともに、

新規
し ん き

の事
じ

業 者
ぎょうしゃ

が参 入
さんにゅう

しやすい環 境
かんきょう

を整備
せ い び

します。

２．ライフステージを通
つう

じた支援
し え ん

の推進
すいしん

一人
ひ と り

ひとりのニーズに応じた
お う じ た

きめ細か
こ ま か

な支援
し え ん

を行うために、

サポートファイルを活用
かつよう

して、乳幼児期
にゅうようじき

から成人期
せいじんき

までの

ライフステージに対応
おう

した支援
し え ん

体制
たいせい

を推進
すいしん

します。

３．就 労
しゅうろう

の促進
そくしん

障
しょう

がいのある人
ひと

が希望
き ぼ う

と適性
てきせい

に応じて
おう

就 労
しゅうろう

することにより、

社会的
しゃかいてき

・経済的
けいざいてき

に自立
じ り つ

できるように、障
しょう

がいのある人
ひと

が 働
はたら

く

環 境
かんきょう

の整備
せ い び

や就 労
しゅうろう

支援
し え ん

体制
たいせい

の充 実
じゅうじつ

を推進
すいしん

します。

４．安心
あんしん

・安全
あんぜん

に暮らせる
く

まちづくりの推進
すいしん

災害
さいがい

時
じ

要援護者
ようえんごしゃ

に対し
た い

安否
あ ん ぴ

確認
かくにん

や避難
ひ な ん

支援
し え ん

が迅速
じんそく

に 行
おこな

えるよう、福祉
ふ く し

避難所
ひなんじょ

と

支援
し え ん

体制
たいせい

を整備
せ い び

するとともに、広く
ひ ろ く

民間
みんかん

の事業所
じぎょうしょ

にも 協 力
きょうりょく

を求
もと

め、ともに災害
さいがい

時
じ

の支援
し え ん

にあたります。

５．差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

と合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

の推進
すいしん

障
しょう

がいや 障
しょう

がいのある人
ひと

に対する
た い

差別
さ べ つ

や偏見
へんけん

をなくし、

お互い
たが

に人格
じんかく

と個性
こ せ い

を尊 重
そんちょう

し合
あ

い、ともに生きる
い

社会
しゃかい

の構築
こうちく

のため、 障
しょう

がいのあるなしにかかわらず、お互い
たが

に理解
り か い

が深
ふか

ま

るように、差別
さ べ つ

の解 消
かいしょう

と合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

を推進
すいしん

し、 障
しょう

がいのある

人
ひと

が社会
しゃかい

に参加
さ ん か

するの機会
き か い

の拡 充
かくじゅう

を図
はか

ります。



３

○施策の体系
施策をその方向性により「７つの柱」に分類しています。

３．保健・医療の充実

４．子どもへの支援の充実

５．雇用・就労支援の推進

６．生活環境の整備

１．理解と交流の促進

２．福祉・生活支援の充実

７．自立と社会参加の促進

権利擁護施策の充実

余暇活動の促進

自主的活動の促進

安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

移動・交通手段の整備

歩行空間・建築物の整備

就学・進学相談の充実

ライフステージを通じた支援の推進

障がい者雇用の推進

福祉的就労の促進・就労支援体制の充実

施策の方向性 基本施策

日中活動の場の充実

住まいの場の充実

在宅福祉サービスの充実

相談支援体制の充実

虐待の早期発見・防止

差別の解消と合理的配慮の推進

啓発の推進

市民との協働による支援活動の促進

交流機会の拡充

障がいの早期発見の促進

保健・医療・リハビリサービスの充実

就学前療育・教育の充実

就学後療育・教育の充実

重点

重点

重点

重点

重点



４

障がい福祉計画

障がい福祉計画は、障がい者施策ついて、具体的な目標値を定めたものです。

施設入所者の地域生活への移行の推進

平成 25 年度末の施設入所者の 12％以上にあたる７人を地域生活に移行することを目

指すとともに、29 年度末時点での施設入所者数を３人削減することを目標としています。

グループホームを整備するための本市独自の補助事業を継続し、グループホーム等の居

住サービスの整備に努めていきます。

また、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機

能を持った「地域生活支援拠点」を市町村に少なくとも１つ整備するよう国から示されま

した。これを受け、本市の実情に応じた「地域生活支援拠点」を整備していきます。

福祉的就労から一般就労への移行者数の目標

平成２９年度中に一般就労に移行する人数を、平成２４年度の一般就労への実績の

１４％以上である３０人にすることを目標としています。

就労支援事業の利用者に係る目標

平成 29 年度中に就労移行支援事業を利用する人数を、平成 25 年度の実績の 60％以

上である８８人に増加させることを目標としています。

浦安市ワークステーションでは、就労支援センターを中心に、就労相談、就労訓練、特

例子会社が連携を図り、障がいのある人が就労の場や機会を得られるための支援を行って

います。また、関係機関と連携を図り、就労移行支援事業所の整備及び利用者の増加に努

め、目標達成に向けて就労支援事業の充実を図っています。

今後も就労を希望する障がいのある人が一人でも多く一般就労につながるよう、障がい

のある人の就労等の選択の幅を拡大しつつ、支援を行います。

福祉サービスの必要量の見込み

次の障害者福祉サービスについて、種類ごとに平成２９年度までの必要量を実績等に

応じて見込んでいます。

○訪問系サービス（居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護）

○日中活動系サービス（生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・療養介護・

短期入所）

○居住系サービス（グループホーム・施設入所支援）

○相談支援（計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援）

○障がい児支援（児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害児相談

支援）

○地域生活支援事業（成年後見制度利用支援・意思疎通支援・日中一時支援・移動支援

・相談支援・地域活動支援センター事業 など）


